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建設環境委員会会議録 
 

令和２年３月１７日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ４時３８分閉議（実時間２９８分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１号・令和元年度八代市一般会計補

正予算・第１１号（関係分） 

１．議案第５号・令和２年度八代市一般会計予

算（関係分） 

１．議案第９号・令和２年度八代市農業集落排

水処理施設事業特別会計予算 

１．議案第１０号・令和２年度八代市浄化槽市

町村整備推進事業特別会計予算 

１．議案第１７号・令和２年度八代市下水道事

業会計予算 

１．議案第２０号・市道路線の廃止について 

１．議案第２１号・市道路線の認定について 

１．議案第２８号・八代市廃棄物の減量及び適

正処理に関する条例の一部改正について 

１．議案第２９号・八代市環境センター条例の

一部改正について 

１．議案第３０号・八代市営住宅設置管理条例

等の一部改正について 

１．議案第３１号・八代市手数料条例の一部改

正について 

１．議案第３２号・八代都市計画事業大村橋周

辺土地区画整理事業施行条例の廃止につい

て 

１．令和元年陳情第５号・八代市中心市街地活

性化に伴う八代市袋町町内旧河川堤防「と

も」一部撤去について 

１．所管事務調査 

 ・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

 ・生活環境に関する諸問題の調査 

 （市道腰越～平線について） 

 （八代市下水道事業経営戦略の見直しについ

て） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  増 田 一 喜 君 

副委員長  北 園 武 広 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  庄 野 末 藏 君 

委  員  髙 山 正 夫 君 

委  員  橋 本 隆 一 君 

委  員  福 嶋 安 徳 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 建設部長      潮 崎   勝 君 

  建設部次長    田 村 伸 司 君 

  建設部次長    楠 本 研 二 君 

  土木課長     小 原 聖 児 君 
 
  理事兼 
           宮 端 晋 也 君 
  建築指導課長 
 
 
  理事兼 
           下 村 孝 志 君 
  建築住宅課長 
 

  都市整備課長   一 美 晋 策 君 
 
  理事兼 
           西   竜 一 君 
  建設政策課長 
 

  下水道総務課長  奥 村 勝 己 君 
 
  下水道総務課 
           園 田 哲 次 君 
  経営係長 
 

  下水道建設課長  涌 田 直 美 君 

 経済文化交流部 
 
  審議員兼 
           泉   宜 孝 君 
  国際港湾振興課長補佐 
 

 市民環境部長    桑 原 真 澄 君 

  市民環境部次長  稲 本 俊 一 君 
 
  理事兼 
           山 口 敏 朗 君 
  環境センター管理課長 
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  環境課長補佐兼 
           藤 澤 智 博 君 
  環境施設整備推進室長 
 
 

                              

○記録担当書記     島 田 義 信 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（増田一喜君） おはようございます。

（｢おはようございます」と呼ぶ者あり） 

 それでは、定刻となり、定足数に達しました

ので、ただいまから建設環境委員会を開会いた

します。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１号・令和元年度八代市一般会計補正

予算・第１１号（関係分） 

○委員長（増田一喜君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 議案第１号・令和元年度八代市一般会計補正

予算・第１１号中、当委員会関係分を議題とし、

説明を求めます。 

 歳出の第７款・土木費について、建設部より

説明願います。 

○建設部長（潮崎 勝君） 皆さん、おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）建設部、潮崎です。 

 それでは、本委員会に付託されました議案の

うち、議案第１号・令和元年度八代市一般会計

補正予算・第１１号の建設部所管分につきまし

て、田村次長より説明いたさせますので、よろ

しくお願いいたします。 

○建設部次長（田村伸司君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

建設部の田村でございます。よろしくお願いい

たします。 

 着座にて説明させていただいてよろしいでし

ょうか。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○建設部次長（田村伸司君） それでは、お手

元の議案第１号・令和元年度八代市一般会計補

正予算書・第１１号をお願いいたします。 

 ３ページをお開きください。 

 第１表・歳入歳出予算補正のうち、歳出につ

いて御説明いたします。 

 款７・土木費を４億８０３５万１０００円増

額補正し、補正後の額は５７億８８６９万円と

しております。 

 その内訳は、項２・道路橋梁費を２億９３２

３万４０００円増額。項３・河川費を１６４６

万７０００円増額。項４・港湾費を１億２０６

５万円増額。項５・都市計画費を５０００万円

増額するものでございます。 

 次に、詳細を御説明いたします。 

 ２０ページをお開きいただき、一番下の表を

御覧ください。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費、目２・道

路維持費は、補正額７０４６万円を加えて、５

億１５７７万円としております。 

 補正額の財源内訳につきましては、国庫支出

金が３８２８万円、地方債が３２１０万円、一

般財源が８万円でございます。 

 補正額の内訳は、節１３・委託料を９００万

円、節１５・工事請負費を６１４６万円増額す

るものでございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

交通安全施設整備事業２０４６万円、道路維持

事業５０００万円でございます。両事業とも、

国の補正に伴い、令和２年度に予定しておりま

す事業の一部を前倒し実施するため、補正をお

願いするものです。 

 別冊の建設環境委員会資料、議案第１号・令

和元年度八代市一般会計補正予算・第１１号、

建設部所管分を併せて御覧ください。 

 道路維持費の交通安全施設整備事業は、別冊

資料の１ページに、井上町の市道竜西幹１号線

において防護柵を設置するなど、路線の一覧と
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内容を記載しております。めくりまして２ペー

ジのほうに位置図を示しております。 

 続いて、道路維持事業は、３ページに坂本町

の日光トンネルと日置町の日置歩道橋の補修の

設計と施工を行う箇所一覧と内容を示しており

ます。４ページ、５ページが位置図になってお

ります。 

 次に、予算書のほうに戻っていただきまして、

２１ページ、一番上の表を御覧ください。 

 款７・土木費、項２・道路橋梁費、目３・道

路新設改良費は、補正額６２７７万４０００円

を加えて、１１億８５万６０００円としており

ます。 

 補正額の財源内訳につきましては、国庫支出

金が３０９４万２０００円、地方債が２７９０

万円、一般財源が３９３万２０００円でござい

ます。 

 補正額の内訳は、節１５・工事請負費を５６

２５万９０００円、節１９・負担金補助及び交

付金を６５１万５０００円増額するものでござ

います。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

単県道路事業負担金事業６５１万５０００円、

市内一円道路改良事業５６２５万９０００円で

ございます。 

 単県道路事業負担金事業は、負担金が伴う県

の道路改良事業につきまして、各箇所の事業費

が確定しましたことから、負担金の補正をお願

いするものでございます。 

 また、市内一円道路改良事業は、交通安全施

設整備事業と同様、国の補正に伴いまして、千

丁町の市道新牟田西牟田線と鏡町の市道氷川高

校前線の道路改良を前倒し実施するものでござ

います。 

 別冊の建設環境委員会資料を併せて御覧くだ

さい。 

 道路橋梁費の単県道路事業負担金事業は、６

ページに県道破木二見線ほかの位置図、県道名、

事業費、負担金などを示しております。 

 市内一円道路改良事業は、７ページに路線名

と内容、８ページ及び９ページに位置図を示し

ております。 

 また予算書のほうに戻っていただきまして、

２１ページ、一番上の表を御覧ください。 

 目４・橋梁維持費は、補正額１億６０００万

円を加えて、３億７１３９万６０００円として

おります。 

 補正額の財源内訳につきましては、国庫支出

金が８８００万円、地方債が７２００万円でご

ざいます。 

 補正額の内訳は、節１３・委託料を１７００

万円、節１５・工事請負費を１億４３００万円

増額するものでございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

橋梁長寿命化修繕事業であり、先ほど説明しま

した事業と同様、国の補正に伴うものでござい

ます。 

 また別冊の資料を併せて御覧いただきたいと

思います。 

 道路維持費の橋梁長寿命化修繕事業は、別冊

資料の１０ページ、ひび割れ注入などの補修工

事や補修設計を行います島田町８号橋１ほかの

橋梁と内容を１０ページに示しております。ま

た、次の１１ページ、ちょっと一番上が位置図

が抜けておりますが、位置図に先ほどの橋梁の

位置図を示しております。 

 それでは、また予算書のほうに戻っていただ

きまして、２１ページ、今度は真ん中の表を御

覧ください。 

 款７・土木費、項３・河川費、目１・河川費

は、補正額１６４６万７０００円を加えて、７

９６３万５０００円としております。 

 補正額の財源内訳につきましては、地方債が

２２９０万円の増額、一般財源が６４３万３０

００円の減額でございます。 

 補正額の内訳は、節１９・負担金補助及び交
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付金を１６４６万７０００円増額するものでご

ざいます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

県河川海岸事業負担金事業であり、単県道路事

業負担金事業と同様、県の砂防関係事業、海岸

事業につきまして、各箇所の事業費が確定しま

したことから、負担金の補正をお願いするもの

でございます。 

 また別冊の建設環境委員会資料を併せて御覧

ください。 

 河川費の県河川海岸事業負担金事業は、１２

ページに急傾斜地崩壊対策事業ほかの位置図、

上のほうが位置図と、施設名と、当初と今回補

正の事業費、負担金などを示しております。 

 また予算書のほうに戻っていただきまして、

２１ページ、一番下の表を御覧ください。 

 款７・土木費、項４・港湾費、目２・港湾建

設費は、補正額１億２０６５万円を加えて、４

億７９８６万３０００円としております。 

 補正額の財源内訳につきましては、地方債が

１億１０５０万円、一般財源が１０１５万円で

ございます。 

 補正額の内訳は、節１９・負担金補助及び交

付金を１億２０６５万円増額するものでござい

ます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

八代港県営事業負担金事業であり、これまで御

説明しましたとおり、単県道路事業負担金事業

などと同様、国及び県の八代港整備事業につき

まして、事業箇所の追加、国の補正等に伴いま

して事業費が確定しましたことから、負担金の

補正をお願いするものでございます。 

 また別冊の資料を御覧いただきたいと思いま

す。 

 港湾建設費、八代港県営事業負担金事業は１

３ページになります。国及び県事業の箇所図、

内容、当初と今回補正の事業費、負担金等を示

しております。 

 それでは、最後になりますが、予算書のほう

に戻っていただきまして、２２ページ、上の表

を御覧ください。 

 款７・土木費、項５・都市計画費、目２・街

路事業費は、補正額５０００万円を加えて、２

億７５６０万円としております。 

 補正額の財源内訳につきましては、国庫支出

金が２５００万円、地方債が２５００万円でご

ざいます。 

 補正額の内訳は、節１３・委託料を２４００

万円、節１５・工事請負費を２６００万円増額

するものでございます。 

 内容は、表の右、説明欄に記載しております

西片西宮線道路整備事業であり、他の事業と同

様、国の補正に伴いまして、埋蔵文化財調査と

道路改築を前倒し実施するものでございます。 

 別冊の建設環境委員会資料を併せて御覧くだ

さい。 

 街路事業費の西片西宮線道路整備事業は、１

４ページ、最後にですね、位置図の中に現在取

り組んでおります２工区を赤の実線で着色、旗

上げしております。 

 以上、議案第１号・令和元年度八代市一般会

計補正予算・第１１号のうち、本委員会に付託

されました建設部所管分についての説明を終わ

ります。御審議のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 土木費の資料で言った

ほうが分かりやすいと思うので、資料の１ペー

ジで御説明いただきました竜西幹１号線、井上

町の工事について、もう少し詳細な御説明をお

願いしたいというふうに思います。恐らくここ

は重要改善点みたいな、警察と教育委員会、そ

ういったところと共同で調査をされた結果の交

差点ではないかというふうに思ってるんですけ

ども、その辺りも含めまして御説明をいただけ
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ればと思います。 

○土木課長（小原聖児君） おはようございま

す。土木課長の小原でございます。 

 ただいまの御質問で、竜西幹１号線の交差点

になりますけども、ここは井上町の井上第１踏

切近くの交差点となっておりまして、そちらか

らの交通量が、東西南北と交通量が増えておる

交差点でございまして、事故も多発していると

いうことで、今回の補正ではですね、交差点内

のカラー舗装と、歩行者の安全確保ということ

でボラード灯の設置をする予定としております。

あと、部分的に注意喚起を促すような路面標示

等も考えております。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） すいません、ちょっと

私の知識不足で、歩行者の安全対策をするため

に対策の内容を御説明いただいたと思うんです

けど、もう一度、専門用語だったら、すいませ

ん、説明も加えていただければと思います。 

○土木課長（小原聖児君） 歩行者の安全確保

ということで、現地のほうが、現在歩道になっ

てるところがですね、水道の水路が４方張りと

いうことで、その部分が歩道になってると。交

差点内の安全確保ということで、通常であれば

ガードレールとかそういう強固なものをやりた

いということで考えておるんですけども、今回

の場所は水路が４方張りということで、そうい

った強固なガードレールとかいうのは設置がち

ょっと物理的に難しいというところで、現在縁

石があるところにつきまして、ボラードを設置

するような対策を講じるということでいいかな

と。あ、ボラードというのが車止めで、柱みた

いな、円柱の柱って考えていただければいいか

と思います。 

 以上で終わります。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございまし

た。よく分かりました。 

 保護者の方々からも改善を要望する声が上が

っておりましたので、担当課のほうにはしっか

りお伝えをしておいたつもりでおりました。こ

のような安全対策ができればですね、非常に安

心に向けてですね、改善されていくというとこ

ろについては評価をさせていただきたいという

ふうに思います。 

 次の質問よろしいでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○委員（大倉裕一君） 引き続き、日置町の歩

道橋の修繕ということで、次の資料の３ページ、

補修ということになっておりますけれども、内

容をお聞かせいただきたいということと。この

歩道橋につきましては、萩原方面からの小学校、

中学校の通学、下校時によく利用されている部

分でもございますが、工事の期間等について安

全対策等を含めてどのようにお考えなのか、そ

の点お聞かせいただければと思います。 

○土木課長（小原聖児君） 日置歩道橋の補修

につきましては、まず委託を行います。それで、

工事の内容としましては、塗装関係でございま

す。工事の時期につきましては、委託が完了し

た後、学校関係とかいろいろ関係機関と協議し

ましてから実施したいと考えております。現在

のところ、実施時期については未定としており

ます。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） 要望ということでとど

めますけれども、今、学校関係と調整を図りな

がらということでございました。登下校のです

ね、安全を第一に考えていただきまして、でき

れば夏休み等の利用が少ない時期というところ

にですね、工期を持っていただくような取組を

期待したいというふうに思います。 

 以上で終わります。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。よろしいですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（増田一喜君） ないようです。以上

で質疑を終了します。 

 意見があったらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。ない

ようですので、これより採決いたします。 

 議案第１号・令和元年度八代市一般会計補正

予算・第１１号中、当委員会関係分については、

原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第５号・令和２年度八代市一般会計予算

（関係分） 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第５号・

令和２年度八代市一般会計予算中、当委員会関

係分を議題とし、説明を求めます。 

 まず、歳出の第７款・土木費及び第１０款・

災害復旧費について、建設部より説明願います。 

○建設部長（潮崎 勝君） 改めまして、おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり） 

 それでは、令和２年度当初予算の説明に当た

り、建設部が所管いたします一般会計、特別会

計、企業会計についての総括を述べさせていた

だきます。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○建設部長（潮崎 勝君） 本市では、第２次

八代市総合計画で掲げる将来像である、しあわ

せあふれる ひと・もの 交流拠点都市“やつ

しろ”の実現に向け、特に重点的に取り組む６

つの戦略を進めておりますが、建設部では、安

全・安心で魅力ある都市を築くという戦略推進

のため、主に社会基盤整備に力を入れた施策に

取り組んでいるところでございます。さらに、

現在策定を進めております八代市国土強靭化地

域計画の推進に向けても力を入れていく必要が

ございます。 

 それでは、まず、当初予算のうち、建設部所

管分の予算規模について御説明いたします。 

 令和２年度八代市一般会計予算書の１６ペー

ジを御覧ください。よろしいでしょうか。 

 款７・土木費では、４７億５４９万４０００

円を計上いたしております。前年度当初予算に

比べ、８５６５万６０００円、率にして１.

８％の減額でございますが、先ほど御審議いた

だきました令和元年度一般会計補正予算・第１

１号中に国の１次補正に伴う前倒し分３億５６

７１万９０００円を加えますと、実質約２億７

１００万円の増額予算となっております。 

 続きまして、令和２年度における主な施策の

取組について、４点ほど御紹介いたします。 

 まず１点目、幹線道路ネットワークの形成に

向けた道路整備への取組でございます。 

 街路事業として実施している西片西宮線の２

工区では、工事費、用地補償費、埋蔵文化財調

査費など、当初予算５２４９万４０００円、３

月補正予算５０００万円の計１億２４９万４０

００円を計上しております。同じく沖新開線で

は、本年度、全体幅員と車線数の決定まで進み

まして、来年度は事業認可に向けた事前調査と

して平板測量を予定しております。また、県事

業への負担金となりますが、南部幹線では、用

地取得及び移転補償費などに要する事業費の１

０％、６７２０万円を予定しております。昨年

度当初予算の１３４％増となっております。 

 道路事業として実施している東西アクセス道

路整備は、川田町東の国道３号から千丁町古閑

出の県道共栄千丁停車場線へ通じる延長約４.

２キロメーターの道路で、東側国道３号から市

道竜西東西１２号線、県道新八代停車場線、市

道新牟田西牟田線の３路線を整備するものであ

ります。県道と市道新牟田西牟田線は既に工事
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に着手しており、市道竜西東西１２号線につい

ては、国道３号との取付け協議が本年度完了し、

来年度から本格的に用地買収に取り組んでまい

ります。 

 次に２点目、地域生活に密着した道路整備へ

の取組でございます。 

 主に地域要望に応える事業である市内一円道

路改良事業に当初予算と３月補正予算合わせて

約８億８００万円、道路維持事業に当初予算と

３月補正予算合わせて約４億１６００万円、交

通安全施設整備事業に当初予算と３月補正予算

合わせて５２００万円をそれぞれ計上し、地域

要望への対応を含め、道路施設の新設改良や適

切な維持管理等に努めてまいります。 

 次に３点目、良好な住環境の整備に向けた取

組でございます。 

 民間住宅関係の施策として、本年度に引き続

き、老朽危険空き家等除却、危険ブロック塀等

除却促進、民間建築物耐震化促進、アスベスト

調査分析などの助成制度を実施するとともに、

空き家バンク事業では、空き家の有効利用の促

進に向けた対策を展開してまいります。 

 また、公共施設の整備と宅地の利用増進を目

的に行っている八千把地区土地区画整理事業は、

事業終盤を迎えており、早期完了に向け促進を

図ってまいります。 

 さらに、４月１日からいよいよ八代市景観計

画の運用を開始することになります。各地域の

持つ豊かな景観の保全と形成を総合的かつ計画

的に推進することで、良好な住環境整備への後

押しを行ってまいります。 

 最後に４点目、公共水域の水質保全に向けた

取組でございます。 

 水質保全として欠かすことのできない生活雑

排水の処理については、特別会計の農業集落排

水処理施設事業で９５４５万１０００円、同じ

く浄化槽市町村整備推進事業で５０８３万２０

００円の予算計上でございます。また、企業会

計である下水道事業では、７０億５７８８万４

０００円の予算計上を行っております。 

 これらの事業では、接続率を高め収納率を向

上させる対策と維持費、管理費等の削減が経営

改善への重点課題と認識しており、来年度もさ

らなる経営の安定化に努めてまいります。 

 また、市街地の浸水被害の軽減を目的に整備

を行っている北部中央雨水調整池整備工事は、

本年度までに基礎工と掘削作業を完了し、４月

から本体構造物の築造に着手し、令和３年３月

の完成を目指して工事を進めてまいります。 

 終わりになりますが、令和２年度の建設部の

新たな組織体制について御紹介いたします。 

 現在の建築住宅課を廃止し、住宅課と営繕課

を設置いたします。住宅課は市営住宅係と空家

対策係の２係、営繕課は建築係と設備係の２係

となります。 

 また、財務部から新庁舎建設課が建設部に移

管することになりましたので、現況８課体制か

ら１０課体制の組織となります。 

 ４月以降、新たな組織体制のもと、安全・安

心で魅力ある都市を築くために、建設部職員一

丸となって、さらなるコスト削減と国の補助事

業などの有利な財源確保に努めながら、各施策

や各事務事業のさらなる推進を図ってまいりま

す。 

 以上で令和２年度当初予算の説明に先立つ建

設部長としての総括といたします。 

 引き続き、一般会計の当初予算の詳細につい

ては楠本次長に、特別会計、企業会計について

は担当課長にそれぞれ説明いたさせますので、

よろしくお願いいたします。 

○建設部次長（楠本研二君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

建設部次長の楠本でございます。 

 着座にて説明させていただいてよろしいでし

ょうか。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 
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○建設部次長（楠本研二君） それでは、予算

書の７ページをお開きください。 

 第１表・歳入歳出予算中、第７款・土木費の

歳出分では、４７億５４９万４０００円を計上

しております。前年度対比８５６５万６０００

円、１.８％の減でございます。 

 なお、繰り返しになりますが、部長総括にあ

りましたように、先ほど審議していただいた令

和元年度八代市一般会計予算・第１１号中の国

の１次補正に伴う前倒し分３億５６７１万９０

００円を加えますと、約２億７１００万円の増

額予算となっております。 

 項１・土木管理費では、２億９０６４万２０

００円を計上しております。前年度対比５３８

万５０００円、１.９％の増でございます。 

 項２・道路橋梁費では、１６億９０７万７０

００円を計上しております。前年度対比２億７

６６万８０００円、１４.８％の増でございま

す。 

 ８ページをお開きください。 

 項３・河川費では、８５８６万８０００円を

計上しております。対前年度対比２５７０万円、

４２.７％の増でございます。 

 項４・港湾費では、２億５２９４万７０００

円を計上しております。対前年度対比１億１４

５８万３０００円、３１.２％の減でございま

す。 

 項５・都市計画費では、２３億６５１万８０

００円を計上しております。対前年度対比１億

７４０２万５０００円、７％の減でございます。 

 項６・住宅費では、１億６０４４万２０００

円を計上しております。対前年度対比３５８０

万１０００円、１８.２％の減でございます。 

 続きまして、目ごとの事業とその内容につい

て説明いたします。 

 ９３ページをお開きください。 

 まず、右側の説明欄の事業を説明し、次に、

節の内訳について主なものを説明いたします。 

 なお、各目の節２・給料から節４の共済費ま

では、職員の人件費でございますので、説明は

省略させていただきます。 

 項１・土木管理費、目１・土木総務費では、

５４４６万５０００円を計上しております。 

 公共用地取得・登記事務事業４２３万６００

０円は、登記事務に従事する会計年度任用職員

２名分の人件費などに要する費用でございます。 

 目２・建築総務費では、２億３６１７万７０

００円を計上しております。 

 老朽危険空き家等除却促進事業２８８９万９

０００円は、老朽化して危険な状態で放置され

ている空き家の除却費用の一部を補助する費用

４７件分でございます。 

 民間建築物耐震化促進事業１９１９万５００

０円は、民間建築物の耐震化を促進するため、

戸建住宅耐震改修設計や改修工事などを行う費

用の一部を補助する費用２１件分でございます。 

 公共建築物営繕事業１８２９万９０００円は、

市民が安心して施設を利用できるように、市有

建築物や設備の定期点検に要する費用でござい

ます。 

 空き家バンク事業２８１万６０００円は、空

き家情報システム保守業務委託や空き家バンク

登録物件の利用・活用を促進するため、売買や

賃貸契約が成立した場合、残置された家財道具

の撤去・リフォームなどの一部を補助する費用

などでございます。 

 アスベスト調査分析事業２５０万円は、民間

の既存建築物に施工されている吹きつけアスベ

ストなどについて、専門業者による含有調査費

用の一部を補助する費用１０件分でございます。 

 危険ブロック塀等除却促進事業４００万円は、

ブロック塀等の倒壊による人身事故の防止及び

避難経路の確保のため、危険ブロック塀の除却

費用の一部を補助する費用２０件分でございま

す。 

 吹付けアスベスト除去等事業２５０万円は、
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民間建築物の所有者が行うアスベスト除去等に

要する費用の一部を補助する費用１件分でござ

います。 

 節１０・需用費１１８万３０００円は、法令

追録代、雑誌購読料やガソリン代などに要する

費用でございます。 

 節１２・委託料２３４万３０００円は、空き

家等の所有者特定に係る業務委託や戸建て木造

耐震改修設計審査業務委託などに要する費用で

ございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金５８６２万６

０００円は、老朽危険空き家等除却促進事業な

どの各種の補助メニューに係る補助金でござい

ます。 

 ９４ページをお開きください。 

 項２・道路橋梁費、目１・道路橋梁総務費で

は、１億８７４５万１０００円を計上しており

ます。 

 道路橋梁総務一般事務事業２９７４万円は、

市道の管理全般に要する費用でございます。 

 節１２・委託料２６８２万２０００円は、道

路台帳の作成及び修正などの業務委託に要する

費用でございます。 

 目２・道路維持費では、４億１３４０万８０

００円を計上しております。 

 交通安全施設整備事業３１５４万円は、カー

ブミラー、ガードレール及び街路灯や区画線な

ど、市道の交通安全施設の設置及び補修に要す

る費用でございます。 

 道路維持事業３億６５６２万４０００円は、

市内一円の側溝や舗装などの道路修繕に要する

費用でございます。 

 節１０・需用費７１１０万６０００円は、市

内一円の道路側溝や舗装、交通安全施設などの

修繕料や街路灯などの電気代に要する費用でご

ざいます。 

 節１１・役務費５９６万６０００円は、道路

側溝のしゅんせつや地下道の点検清掃の手数料

に要する費用でございます。 

 節１２・委託料８７２５万３０００円は、緑

の回廊線や幹線市道の街路樹の管理業務委託及

び道路パトロール業務委託、新八代駅関連施設

管理委託などに要する費用でございます。 

 節１４・工事請負費２億３０６６万円は、ガ

ードレールなどの交通安全施設設置工事や、中

央線など２６路線、約４キロメートルの舗装補

修工事などに要する費用でございます。 

 節１５・原材料費１５５０万円は、地元施工

による生コン舗装の材料や、路面の補修用の簡

易アスファルト合材、カーブミラーなどの安全

施設の部材購入費に要する費用でございます。 

 ９５ページを御覧ください。 

 目３・道路新設改良費では、９億１１９０万

２０００円を計上しております。 

 単県道路事業負担金事業１７５９万１０００

円は、県道小鶴原女木線など３路線の改良工事

や側溝整備など同事業に係る負担金でございま

す。 

 市内一円道路改良事業７億５１４４万１００

０円は、市民生活に密着した市道の交通環境改

善を図ることを目的とした、計画的に拡幅改良

やバリアフリー化などの推進に要する費用でご

ざいます。 

 節１２・委託料１億１４０万円、節１４・工

事請負費５億４６３４万１０００円は、社会資

本整備総合交付金事業や市単独事業で取り組む

市道整備に必要な測量設計などの業務委託や工

事に要する費用でございます。 

 節１６・公有財産購入費７２１０万円と節２

１・補償、補填及び賠償金２７５０万円は、社

会資本整備総合交付金事業に伴う用地購入、家

屋や立木補償及び工事に支障となる電柱移転補

償などに要する費用でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金１７５９万１

０００円は、単県道路事業負担金事業に係る負

担金でございます。 
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 目４・橋梁維持費では、６０５１万６０００

円を計上しております。 

 市内一円橋梁維持管理事業５１万６０００円

は、市が管理する橋梁の維持補修などに要する

費用でございます。 

 橋梁長寿命化修繕事業６０００万円は、道路

法の改正に伴う橋梁定期点検に要する費用でご

ざいます。 

 節１０・需用費２２万円は、橋梁照明灯の電

気料でございます。 

 節１２・委託料６０００万円は、３９０橋の

橋梁定期点検業務委託に要する費用でございま

す。 

 ９６ページをお開きください。 

 目５・橋梁新設改良費では、３５８０万円を

計上しております。 

 市内一円橋梁改修事業は、幅が狭く通りづら

い橋の改修工事や設計業務委託を行うものです。 

 節１２・委託料２００万円は、上片町４号線

橋梁ほか１橋の設計業務委託に要する費用でご

ざいます。 

 節１４・工事請負費３３８０万円は、上片町

４号線橋梁ほか４橋の橋梁改修に要する費用で

ございます。 

 項３・河川費、目１・河川費では、８５８６

万８０００円を計上しております。 

 二見川渇水対策施設維持管理事業１８８万１

０００円は、南九州西回り自動車道の赤松トン

ネル建設時に発生した二見川の渇水対策として、

揚水ポンプの運転経費及び施設の管理に要する

費用でございます。 

 県河川海岸事業負担金事業２７４０万円は、

坂本町の大門瀬など４カ所での急傾斜地崩壊対

策や、明治新田海岸及び野崎海岸の海岸堤防等

老朽化対策緊急事業に係る負担金でございます。 

 市内一円河川改修事業５３５８万７０００円

は、河川改修に関する費用でございます。 

 土砂災害危険住宅移転促進事業３００万円は、

土砂災害特別区域内、通称レッドゾーンに居住

する方の安全な地域、イエローゾーン以外への

移転を促進するため、移転を行うものに対して

費用の一部を補助する費用でございます。 

 節１０・需用費６０４万３０００円は、河川

護岸等の修繕料や二見川渇水対策用のポンプ等

の電気料に要する費用でございます。 

 節１２・委託料１８６３万５０００円は、河

川の除草や清掃委託、改修工事の測量設計業務

委託に要する費用でございます。 

 節１４・工事請負費３０００万円は、二見本

町の下里川ほか８河川の改修工事に要する費用

でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金３０８２万４

０００円は、県河川海岸事業負担金が主なもの

でございます。 

 ９７ページをお願いいたします。 

 項４・港湾費、目１・港湾管理費では、６５

１万１０００円を計上しております。 

 港湾管理事業４４９万５０００円は、市が管

理する日奈久港及び鏡港の港湾施設等の維持管

理に要する費用でございます。 

 八代港振興事業２０１万６０００円は、同事

業に係る負担金でございます。 

 節１０・需用費１８５万円は、日奈久港と鏡

港の夜間照明灯の電気料や浮き桟橋の修繕料な

どに要する費用でございます。 

 節１２・委託料２４９万３０００円は、日奈

久港の航路標識の設置や高潮時のポンプによる

排水対策に要する費用でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金２０１万６０

００円は、八代港振興事業に係る熊本県港湾協

会、海上保安協会、日本港湾協会、港湾都市協

議会への負担金でございます。 

 目２・港湾建設費では、２億４６４３万６０

００円を計上しております。 

 八代港県営事業負担金事業１億５６７０万円

は、重要港湾と国際旅客船拠点形成港湾の指定
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を受けております八代港の国直轄事業や県営事

業に係る負担金でございます。 

 港湾施設改修事業６３４０万５０００円は、

鏡港の泊地しゅんせつや日奈久港の維持管理計

画策定業務などに要する費用でございます。 

 節１２・委託料１６５０万円は、日奈久港の

維持管理計画策定業務に要する費用でございま

す。 

 節１４・工事請負費４６９０万５０００円は、

鏡港の泊地しゅんせつ工事や日奈久港の灯浮標

設置工事に要する費用が主なものでございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金１億５６７０

万円は、八代港県営事業負担金事業に係る負担

金で、国の直轄事業のマイナス１４メーター航

路整備、事業費１８億円の負担金２０分の１で

９０００万円、マイナス１２メーター岸壁改良

で、事業費１億５０００万円の１０分の１の負

担金で１５００万円、県営事業の港湾補修、事

業費３憶円の６分の１の負担金で５０００万円、

海岸整備、事業費３４００万円の２０分の１の

負担金で１７０万円でございます。 

 ９８ページをお願いいたします。 

 項５・都市計画費、目１・都市計画総務費で

は、１６億４５６８万７０００円を計上してお

ります。 

 被災宅地復旧支援事業（地震災害関連）２０

１０万円は、熊本地震で被災した宅地の復旧工

事費の一部を支援する費用でございます。 

 被災私道復旧支援事業（地震災害関連）３０

０万円は、熊本地震により被災した私道の復旧

工事費の一部を支援する費用でございます。 

 景観形成支援事業４０４万４０００円は、八

代市景観条例及び八代市景観計画に基づき、良

好な景観形成に対する支援を行うもので、景観

重点地区景観形成基準等策定業務委託などに要

する費用でございます。 

 また、下水道事業会計へ支出します企業会計

繰出金事業に１５億１８５０万円を計上してお

ります。 

 節１２・委託料８７５万５０００円は、都市

計画地形図修正業務や景観重点地区景観形成基

準等策定業務などに要する費用でございます。 

 節１３・使用料及び賃借料４０８万４０００

円は、土木積算システムのリース代などに要す

る費用でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金２４０６万５

０００円は、地震災害関連として、被災した宅

地の復旧や私道の復旧に対する補助金が主なも

のでございます。 

 節２７・繰出金１５億１８５０万円は、企業

会計であります下水道事業への繰出金です。前

年度対比２０００万円の減となっております。

詳細につきましては、下水道事業会計で説明い

たします。 

 目２・街路事業費では、１億６９４０万８０

００円を計上しております。 

 南部幹線道路整備事業６７２０万円は、前川

を挟む県施工区間の建物等調査及び用地買収や

建物等移転補償など、同事業に係る負担金でご

ざいます。 

 西片西宮線道路整備事業では、５２４９万４

０００円を計上しております。本事業は、１工

区が平成２８年度に完成し、平成２９年度より

２工区に事業着手しております。令和２年度は

用地取得、埋蔵文化財調査及び一部工事を予定

しております。 

 沖新開線道路整備事業では、５００万円を計

上しております。県道八代港線の沖町と県道八

代港大手町線の新開町を結ぶ延長約２キロメー

トルの都市計画道路、沖新開線の道路整備を行

うもので、道路予備設計に必要な平板測量業務

委託に要する費用でございます。 

 節１２・委託料１８６１万９０００円は、西

片西宮線２工区の文化財調査、沖新開線の平板

測量業務委託に要する費用が主なものです。 

 ９９ページをお願いいたします。 



 

－12－

 節１４・工事請負費７００万円は、西片西宮

線２工区の工事に要する費用でございます。 

 節１６・公有財産購入費９３０万円と節２

１・補償、補填及び賠償金２３００万円は、西

片西宮線の用地購入及び建物等移転補償に要す

る費用でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金６７２４万円

は、南部幹線県事業負担金が主なものでござい

ます。なお、負担率は１０％でございます。 

 目３・都市下水路費では、８７６８万６００

０円を計上しております。 

 雨水ポンプ場維持管理事業１２９５万１００

０円は、日奈久浜町ポンプ場及び徳淵ポンプ場

の運転・点検及び修繕の費用に要する費用でご

ざいます。 

 都市下水路維持管理事業３６５万５０００円

は、宮地都市下水路内の土砂しゅんせつや除草

清掃などの費用に要する費用でございます。 

 樋門樋管操作管理事業７６８万４０００円は、

国土交通省より球磨川流域の堤防に設置されて

いる樋門や閘門など４５カ所の管理委託に要す

る費用でございます。 

 市内一円都市下水路整備事業５９０７万２０

００円は、用途区域内の排水路の改良及び維持

管理に要する費用でございます。 

 節７・報償費６８９万７０００円は、球磨川

流域に設置された樋門樋管の操作員３６名への

報酬でございます。 

 節１０・需要費１４０４万５０００円は、市

内一円の都市下水路の修繕及び堆積土砂のしゅ

んせつや、日奈久浜町と徳淵にあるポンプ場の

燃料や光熱費などに要する費用でございます。 

 節１１・役務費１１８万２０００円は、地元

施工でしゅんせつされた土砂の運搬料や、樋門

操作管理人に掛ける傷害保険料が主なものでご

ざいます。 

 節１２・委託料５５５万３０００円と節１

４・工事請負費５５５３万５０００円は、築添

町排水路改良工事ほか７カ所の工事や測量設計

業務に要する費用でございます。 

 目４・公園費では、２億５５６０万２０００

円を計上しております。 

 市内一円公園維持管理事業１億９９０万２０

００円は、市内１００公園の施設修繕や管理業

務委託、樹木管理委託などに要する費用でござ

います。 

 市内一円公園施設整備事業３３００万円は、

図書館横広場あずまや屋根改修や坂本町のくま

川ワイワイパーク公園大型遊具改修など１１公

園の施設改築及び遊具改築、ソーラー照明灯設

置２公園、防災倉庫設置１公園などに要する費

用でございます。 

 公園施設長寿命化支援事業４０００万円は、

鏡町の内田児童公園ほか５公園の遊具改築工事

に要する費用でございます。 

 都市公園安全・安心対策緊急支援事業３６０

０万円は、トイレや園路のバリアフリー化の改

築工事に要する費用でございます。 

 節１０・需用費１８７７万８０００円は、施

設改修や電気料、下水道使用料などが主なもの

でございます。 

 節１１・役務費４０９万４０００円は、公園

管理手数料やトイレのくみ取りに要する費用で

ございます。 

 節１２・委託料８０４１万７０００円は、公

園の樹木管理や清掃業務委託に要する費用が主

なものでございます。 

 １００ページをお願いいたします。 

 節１３・使用料及び賃借料１０００万９００

０円は、球磨川スポーツ公園の簡易トイレ賃借

料や土地使用料でございます。 

 節１４・工事請負費１億５００万円は、公園

施設整備や長寿命化対策に要する費用でござい

ます。 

 目５・区画整理費では、１億４８１３万５０

００円を計上しております。 
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 八千把地区土地区画整理保留地販売促進事業

は、民間の不動産業者の力を借りて保留地の販

売を促進するもので、１０８万２０００円を計

上しております。 

 八千把地区土地区画整理事業基金事業は、保

留地売払い収入及び利子分を同基金に積み立て

るもので、令和２年度は２６７６万円を見込ん

でおります。 

 八千把地区土地区画整理事業７５４３万円は、

区域内の区画道路築造及び舗装、建物移転補償

などに要する費用でございます。 

 節７・報償費１０８万２０００円は、保留地

販売促進手数料３件分でございます。 

 節１０・需用費３１１万円は、道路の修繕料、

消耗品及び公用車のガソリン代などが主なもの

でございます。 

 節１２・委託料１６５８万８０００円は、画

地測量や補償費再算定業務などに要する費用で

ございます。 

 節１４・工事請負費４８００万円は、区画道

路築造や舗装工事などに要する費用でございま

す。 

 １０１ページをお願いいたします。 

 節２１・補償、補填及び賠償金１０４０万円

は、建物移転補償１件分でございます。 

 節２４・積立金２６７６万円は、事業基金へ

の積立金でございます。 

 項６・住宅費、目１・住宅管理費では、１億

６０３０万円を計上しております。 

 公営住宅管理事業６３４０万円は、老朽箇所

の修繕並びに給排水設備や浄化槽設備などの保

守点検に要する費用でございます。 

 公営住宅ストック総合改善事業２８８５万９

０００円は、八代市営住宅長寿命化計画に基づ

き、計画的に維持保全するために建物、機械、

電気設備の改善に要する経費及び第２期八代市

住宅長寿命化計画策定業務に要する費用でござ

います。 

 公営住宅施設整備事業１６１５万３０００円

は、新町団地電気温水器取り替え、入居から３

０年を超えた住居者の畳取り替えや政策空き家

５戸分の解体などに要する費用でございます。 

 節１０・需用費４８１８万７０００円は、市

営住宅の修繕料が主なものです。 

 節１１・役務費４３６万３０００円は、団地

内の除草や植木剪定などの手数料が主なもので

ございます。 

 節１２・委託料４６１２万７０００円は、第

２期八代市住宅長寿命化計画策定業務委託や市

営住宅の各種設備の保守点検などに要する費用

でございます。 

 節１４・工事請負費４４０万円は、政策空き

家５戸分の解体などに要する費用でございます。 

 １０２ページをお願いいたします。 

 目２・住宅用地造成費では、１４万２０００

円を計上しております。 

 宅地分譲貸付事業は、定住促進のために造成

された宅地分譲地の販売及び貸付けを行うもの

でございます。 

 節１・報酬３万円は、宅地分譲審査委員５名

分の報酬でございます。 

 節１１・役務費１１万円は、東陽町平野団地

内にあります販売促進用の案内看板の撤去に要

する費用でございます。 

 続きまして、配付しております資料の説明を

させていただきます。 

 まず、資料の確認をお願いいたします。右肩

に建設環境委員会資料、議案第５号・令和２年

度八代市一般会計予算（建設部所管分）と令和

２年度地域要望への対応（建設所管分）です。

お手元にございますでしょうか。 

 最初に、令和２年度八代市一般会計予算（建

設部所管分）について説明いたします。 

 この資料は、市内一円で実施している各事業

の詳細をお示しするものでございます。表紙を

めくってもらいますと、裏側に目次をつけてお
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ります。１ページが道路維持事業の予定表とな

っております。２ページから８ページまでが、

その箇所図となっております。同様に、各事業

ごとの予定表及び箇所図を添付しております。

後で御確認いただければ幸いでございます。 

 次に、令和２年度地域要望への対応（建設所

管分）について説明いたします。 

 こちらは、令和元年度に各地域協議会から建

設部に寄せられた要望９９５件のうち、令和２

年度で各課が対応する箇所１７１カ所分を取り

まとめた資料でございます。要望に対する達成

率は１７％となっております。 

 最後に、款１０・災害復旧費の建設所管分に

ついて説明いたします。 

 １１９ページをお開きください。 

 ページ上段の款１０・災害復旧費、項２・公

共土木施設災害復旧費、目１・道路橋梁施設災

害復旧費では、９７０万円を計上しております。 

 道路橋梁施設災害復旧事業では、令和元年７

月の梅雨前線豪雨により斜面が崩壊した泉管内

の市道腰越～平線の災害復旧を行うものです。 

 節１２・委託料９７０万円は、地すべり解析

業務、地質調査業務に要する費用でございます。 

 以上で、款７・土木費、款１０・災害復旧費

の建設部関係の説明とさせていただきます。御

審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。

ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） アスベストの調査分析

業務のことでお尋ねをしたいんですけども、こ

れはあくまで民間が補助をされるということと

いうふうに理解してよろしいんでしょうか。行

政の施設についてもアスベスト調査をしたほう

がいいのではないかというふうな声があると思

います。例えば、市の市営住宅ですね、こちら

のほうにアスベストが含有されてるんじゃない

かというような心配をされているところもある

ようですけれども、その辺りの考え方をお聞か

せいただきたいと思います。 

○理事兼建築指導課長（宮端晋也君） おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）建築指導課、宮端でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 アスベスト調査分析事業でございますが、こ

の事業は、民間の建築物に係るアスベストがあ

るかどうかを分析をすることに対して、その費

用の一部を補助するというものでございます。 

 私からは以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） まだほか説明ありま

すか。 

○理事兼建築住宅課長（下村孝志君） おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）建築住宅課、下村と申します。 

 委員御質問ですけれども、市営住宅に関して

は、１団地そのようなアスベストの疑いある団

地ございまして、調査する方向でおります。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） あ、はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） 区画整理のほうでお伺

いいたします。これは１００ページになります

が、八千把地区の区画整理事業については、も

う相当進んできているようですが、あと大体何

年ぐらい計画ありますか。 

○都市整備課長（一美晋策君） おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）都市整備課、一美でございます。 

 八千把地区の土地区画整理事業につきまして

は、平成１２年より事業を着手して、一応現段

階では令和４年を事業完了を目標としていると

ころ（｢え、令和、ん」と呼ぶ者あり）、あ、

すいません、令和４年度を事業の完了目標とい

うことで計画してるところでございます。 

○委員（福嶋安徳君） 令和４年、やっぱり大
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分長い事業でしたね。本当に大変でございまし

た。それについて、この区画内の保留地ってい

うのは、これはどういう形になっとですかね。

この区画整理の中に入ってない事業なんですか

ね。 

○都市整備課長（一美晋策君） 保留地とは、

土地の一部をですね、区画整理の中で道路とか

公園とか、あと事業費を捻出するために各地主

の方から土地を提供していただいて、その保留

地を販売して事業費の一部に充てるということ

で区画整理事業は進めさせていただいたところ

でございます。 

○委員（福嶋安徳君） 提供していただくとい

うと、もうもともとほら、個人の土地を買収す

るんじゃなくて提供していただくという、そう

いう意味なんですか、保留というのは。 

○都市整備課長（一美晋策君） 土地区画整理

の中では、一応、減歩というような扱いでです

ね、当初の土地の価値が若干土地区画を行うこ

とで上昇するということで、その分若干減歩と

いう形で提供していただいた中で、それを販売

することで事業費に充てていくということにな

っております。（委員福嶋安徳君「オーケー。

減歩か。分かりました。はい、いいです」と呼

ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 今の土地区画整理事業

なんですけれども、あと区画販売として何区画

が残ってるような状況になるんでしょうか。進

捗状況を少し教えてほしいと思います。 

○都市整備課長（一美晋策君） あと３１区画。

総数で１０２区画予定しておりまして、今後の

販売保留地の予定としては、あと３１区画とい

うことになっております。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） ３１を残りの期間で販

売していかなければいけないということですね。

今の景気の状況も非常にこう厳しいところが襲

っておりますので、そのあたりも十分考慮され

て対応に当たっていただきたいといいますか、

事業に当たっていただきたいと。要望にとどめ

ておきたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 橋梁長寿命化修繕につ

いてお聞かせください。次長の御説明では橋の

数が３９０というお話だったと思うんですけど、

すいません、事前にいただいた資料では３８９

ということになっておりますので、まず、その

数字はどちらが正しいのかということと、この

修繕事業、毎年行われておりますが、現在の進

捗率、それから、現在の状況でいったら、あと

何年ぐらいするとこの長寿命化修繕というのが

終わるのか、その辺りをお聞かせいただきたい

と思います。 

○土木課長（小原聖児君） まず１点目の３９

０橋なのか３８９橋かということでございます

が、正確なほうは３８９橋でございます。 

 それと、現在の修繕計画ということでござい

ますが、これは平成２５年度に概略目視点検と

いうことで、市道にかかる１５メーター以上の

橋梁１２９橋、それと重要度の高い７メーター

から１５メーターの橋梁ということで、これが

３２９橋、合わせて４５８橋に対しまして、平

成２５年度に修繕計画を作成しております。そ

の中で、現在修繕が必要な橋梁数が４５橋とい

うことでございます。それを平成２７年度から

順次やってきておりまして、令和元年度までで

１４橋の修繕を完了しています。パーセントに

しますと３１％ということでございます。令和

２年度の予定としましては、１２橋の修繕を行

うということで、これが完了しますと５８％と

いうことになります。 

 その後ですね、平成２６年度に道路法が改正

されまして、橋長が２メーター以上の橋梁とい

うことで、これを５年間に１回は定期点検を行

いなさいということになっておりまして、その
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橋梁数が１８６９橋となっております。今後は

この１８６９橋に対しまして修繕計画を策定し

て、それに応じて年度ごとの対応をしてまいり

たいと考えております。ただ、完了年度につき

ましては、現在のところ不明ということでござ

います。 

 以上で回答とさせていただきます。 

○委員（大倉裕一君） 必要性については理解

をしたいというふうに思います。財政的に非常

にこう厳しい中ではあると思いますけれども、

財政当局としっかり交渉していただいてですね、

予算の確保に取り組んでいただきたいというふ

うに要望しておきたいというふうに思います。 

 この点については終わります。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。

ないようですね。（｢あ、少々お待ちくださ

い。」と呼ぶ者あり） 

○委員（福嶋安徳君） 景観形成支援の事業に

ついて、今重点地区を指定してあるというけど、

大体何カ所ぐらいですか。 

○理事兼建設政策課長（西 竜一君） 皆さん、

おはようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）建設政策課の西でございます。

よろしくお願いします。 

 今の質問についてお答えをいたします。景観

重点地区、まだ指定というところまでは行って

おりませんで、一応景観計画の中では候補とい

うふうに挙げております。まだいろんな調査等

ですね、あと住民の皆さんたちとの話し合い等

でですね、合意形成がとれたら指定ということ

になるんですが、今のところ景観計画では候補

ということに位置づけておりまして、その候補

が４カ所ございます。 

 以上でございます。 

○委員（福嶋安徳君） 景観形成にするという

のが、これは建物とか土地からの流れで見て、

この環境の条件とかそういうのを含めた中での

今のあれになっとですかね。景観形成という形

になっとですかね。歴史的なところと、そうい

うのも含めた状況なんですかね。 

○理事兼建設政策課長（西 竜一君） まず、

景観支援ということでですね、景観に関しまし

てはですね、あくまでも環境という部分という

よりはですね、景色とかですね、風景、建物も

含めたところでのですね、そういうものを統一

感を持ってとかですね、そういうふうなものに

ですね、皆さんで取り組んでいきましょうとい

うことで、直接的に市のほうからですね、建て

替えの費用とかですね、そういうのをお渡しす

るとかですね、そういうものではないのかなと。

そういうのをですね、されるときにですね、大

きな建物につきましては、色であったりとかで

すね、そういう周辺の景観に配慮したものであ

るか、というのをちょっと調査させていただい

て指導をするとかですね、そういうものが主な

業務になるのかなと思っております。 

 それと、先ほどおっしゃったとこは多分重点

地区についてだと思うんですが、確かに歴史的

で八代の中で重要な観光の施設であるというよ

うなもの、例えば、妙見宮であったり周辺であ

ったりとかですね、そういうところもあるんで

すが、それか観光地で人いっぱい来るようなと

ころ、日奈久温泉、日奈久であったりとかです

ね。中心地でいきますと本町、こういう商店街

もですね、統一した景観でいったら人がですね、

集まるんじゃないだろうかとかですね、そうい

うところを考えながら重点地区というのをです

ね、候補を定めております。それを指定に向け

てですね、今からいろいろな調査とかですね、

住民さんたちとの話し合いというのを進めてい

きたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（福嶋安徳君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（橋本隆一君） ９６ページの八代市土
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砂災害危険住宅移転促進事業３００万円ですけ

ども、いわゆるレッドゾーンの移転補償なんで

すが、確認ですけども、大体どれくらいの今レ

ッドゾーンにこうおられる件数とか把握してお

られますか。それと、今回のその３００万を大

体どれくらいの対象数を上げておられるのか。

それと、補助の額ですね。１件に対して補助額

は大体どれくらいになれるのかちょっと気にな

るもんですから、お願いします。 

○土木課長（小原聖児君） ただいまの質問の

八代市土砂災害危険住宅移転促進事業でござい

ますが、まず、土砂災害特別警戒区域というこ

とで、レッドゾーンと呼んでおりますけども、

それのレッドゾーン内の家屋の世帯数ですかね。

これにつきましては、八代市内で１１９１世帯

がございまして、その中で今回移転の申請を出

されるという予定の方が今１件でございます。

（委員橋本隆一君「１件」と呼ぶ） 

 はい。対象経費につきましては、住宅除去費

と移転経費、住宅建設購入費等で、補助の上限

額が３００万円となっております。 

 以上でございます。 

○委員（橋本隆一君） はい、ありがとうござ

いました。 

 すいません、何遍も。確認ですが、その３０

０万で、実際にその方がどれくらいの割合にな

るわけですかね。移転する割合ちゅうか。３０

０万で足らないと思うんですけども、例えば、

１０００万ぐらいかかると。そのうちの３００

万ぐらい補助できるんですよという割合なのか、

どれくらいの割合の補助率なのか、ちょっとお

聞きできればと思います。 

○土木課長（小原聖児君） 比率ではございま

せんで、そのトータルに対して上限が３００万

円までということでございます。 

○委員（橋本隆一君） あー、上限がですね。 

 すいません、私が聞きそびれてました。理解

できました。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（橋本隆一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（髙山正夫君） 別冊のほうで１６ペー

ジの市内一円道路改良事業の関係ですけども、

これの５番目の一番上の上片町宮地４号線、そ

れと宮地町４号線というの、無電柱化特別設計

というのがございます。これについて、現在、

八代神社周辺の道路整備ということで、もう既

に地域の方、住民説明会等あってるんですが、

ここは市道部分かと思いますけど、これも整備

事業の一環というふうに捉えてよろしいんでし

ょか。 

○土木課長（小原聖児君） 今、委員御質問の

とおり、これは妙見町のところの関連する隣接

する路線ということで、一応、今地元さんとの

協議を進めておりますが、その結果を踏まえて、

反映できるのは反映させていきたいと考えてお

るところでございます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。は

い。ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 八代港県営事業負担金

事業で、こちらのほうの進捗率っていうんです

かね、事業費に対する進捗をお聞きしたいとい

うふうに思います。 

○審議員兼国際港湾振興課長補佐（泉 宜孝君）

 皆さん、こんにちは。国際港湾課、泉でござ

います。 

 八代港県営事業負担金の進捗率ということで

すけども、各事業においていろいろ設定されて

おりますので、その分については１つ１つはち

ょっと把握はしておりませんが、今回のクルー

ズ客船の整備につきましては、今年度で完成と

いうことで聞いております。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいかな。 

○委員（大倉裕一君） 今即答はできないとい

うことみたいですので、後ほどお尋ねをしたい
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と思っておりますが、改めて委員会外でお聞き

したいというふうに思いますので、答えの準備

をお願いしておきたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

○委員（大倉裕一君） 南部幹線についてお聞

かせください。今回については、県の区間につ

いての負担金という御説明であったかと思うん

ですけれども、県の区間、どういった現在状況

なのか。見通しがついている状況として、どう

いったところが見通しがついているのかですね。

なかなかこう城南鉄工所さんから橋を架けると

ころが進んでいないようなお話も心配されるよ

うなですね、市民の声も聞くもんですから、ど

ういった状況なのかというとこも含めてお尋ね

をさせていただきたいと思います。 

○都市整備課長（一美晋策君） 南部幹線の現

在の状況についてということでのお問い合わせ

でございます。委員おっしゃられましたように、

現在、熊本県のほうでは、ゆめタウンの城南鉄

工所さんのほうから川を渡りましてですね、市

の既に完了済みの区間のところまでを県工事の

工区ということで取り組んでおられるところで

ございます。 

 現在、用地補償等を事業をやっておられます

が、一応そこの１工区の令和元年度末での事業

費換算での進捗率として、１０.８％になって

いるということでお聞きしております。 

 言われました詳細、補償、用地買収等々の詳

細については、ちょっと確認しないと分からな

い状況です。一応、事業費全体としては、事業

費ベースとして進捗率が１０.８％ということ

でお聞きしているということです。 

○委員（大倉裕一君） この程度にとどめます

けれども、１０.８という数字、ちょっと驚き

ました。先にですね、八代市が担当されました

区間、三中のところから植柳新町ですかね、そ

ちらのほうに橋を架けておられますけれども、

この効果を生み出すためにも、やはりこの県区

間の早期完成が望まれる分というふうに思いま

すので、県のほうにしっかり要望していただき

たいというふうに思います。 

 引き続きよろしいでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） はい。 

○委員（大倉裕一君） 西片西宮線についてお

聞きかせいただきたいと思います。西片西宮線

につきましては、令和３年度までが２工区ので

すね、区間。すいません、丸尾商店さんのとこ

ろまでというふうな認識を持っておりますが、

現在の進捗、それから、令和３年度の目標とい

うところが達成可能か、見込みも含めてお聞か

せください。 

○都市整備課長（一美晋策君） 西片西宮線に

つきまして、２工区の現在の状況でございます

が、令和元年度末の事業費換算では、６１.

４％の進捗となっております。今後の見込みと

いたしまして、先週末にですね、埋蔵文化財調

査の担当課のほうから直近の埋蔵文化財試掘の

結果が出たということで、当初、我々のほうと

しましては、２工区に入りましてですね、３０

メートルぐらい南側に行ったところから５０メ

ートル区間を当初の埋蔵文化財調査の予定とし

ておりましたが、２工区の一番北側の３０メー

トル、それと、当初予定していたところから６

０メートル先に行ったところからも、試掘の結

果、埋蔵文化財調査が現存するということで、

本格的な調査が必要というような回答をいただ

いております。 

 当初、来年度並びに今年度補正の部分につき

ましては、その５０メートル区間しか予定をし

てなかったもんですから、今後、埋蔵文化財調

査、一番最大として区間が３５０メートルほど

ありますが、半分ぐらい埋蔵文化財調査が必要

になってくるのではないかというようなことで

思慮しているところでございます。 

 当然事業費並びに調査期間が必要になってく

るというふうなことで、すいません、先週末に
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ちょっと伺ったばっかりなんで、その対応につ

いては、これからですね、関係課を含めて対応

させていただきたいと考えておりますが、おっ

しゃる令和３年度の完成の見込みについては、

現状としては厳しいと言わざるを得ないのかな

ということで考えてるところでございます。 

○委員（大倉裕一君） 要望になりますが、１

工区のほうでもですね、埋蔵文化財の発掘調査

で思う以上の期間を要したというようなことを

認識をしております。今の御説明をお聞きしま

しても、埋蔵文化財が発掘されたということで

すので、当初の予定からすると長めの事業完了

というような形になるんだろうということです

ので、地域の方々、関係者の方々にはまたしっ

かり御説明をしていただきながらですね、理解

を得ていっていただきたいというふうに要望し

ておきたいというふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 公園維持管理事業で、

八代城跡、お堀の浄化剤。お堀の水質を改善さ

れるんでしょうか。どういった経緯からこの取

組に至ったのかというところをお聞かせいただ

きたいというふうに思います。 

○都市整備課長（一美晋策君） お堀の浄化事

業について御説明をさせていただきます。 

 八代城跡のお堀については、球磨川より水を

引きましてですね、お堀の水を回させていただ

いてるような状況ですが、夏場にいわゆるアオ

コと言われるものが発生してですね、若干こう、

臭い等の発生もあるということで、住民の方か

ら臭いというふうなお話もあったんで、数年前

からですね、特に夏場のそういったアオコが発

生する時期に、そういったものを抑える浄化剤

を散布したり、水の中に漬け込んで、それを循

環させるというような事業をやらさせていただ

いてるところで、ちょっとこう気温等々の条件

さまざまありますが、かなり軽減できてきたの

かなということで判断してるところでございま

す。 

○委員（大倉裕一君） これまでやった効果と

して、軽減ができたというふうな評価もいただ

きましたけれども、やはり私思うには、水を１

回抜いてしまってですね、抜本的に清掃すると

いうか、そういったことも必要ではないかとい

うふうに思っておりますが、その辺りはどのよ

うな評価をされておりますでしょうか。 

○都市整備課長（一美晋策君） 御意見にあり

ました水を抜くということは、かなりヘドロ等

の除去というふうなことも発生しましてですね、

事業費がかなり莫大になるというところで、現

状としては、その考えには至ってないというの

が現状でございます。 

○委員（大倉裕一君） トータルで７６万６０

００円という税金を使われているわけですね。

抜本的に改修をしたほうがいいのか、それとも、

今やっておられるこの７６万６０００円という

費用を毎年支出していったほうがいいのか、そ

の辺りはしっかりまた御検討をお願いしておき

たいというふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 当初予算ですので、す

いません、公営住宅施設整備事業にですね、説

明をいただいた中で、政策空き家解体という御

説明があったというふうに受け止めました。こ

の政策空き家という表現について、どういった

ものになるんでしょうか。 

○理事兼建築住宅課長（下村孝志君） 市営住

宅に関しましては、長寿命化計画の中で、廃止

目的として９団地挙げております。目的として

は団地自体の廃止ということで、現在あります

２９団地のうちの９つの団地に関しまして、政

策的にこの団地を廃止していくという目的のも

と、政策空き家ということで区分しております。 

○委員（福嶋安徳君） 港湾整備のほうでお伺

いいたします。この鏡港のしゅんせつですけれ

ども、今までも年度でずっと何遍となくしゅん
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せつについてはやっていただいているんですが、

この港湾のしゅんせつについて、かなりですね、

しゅんせつされる業者の方がヘドロを残したま

まいいところだけ持っていくという、そういっ

た仕事内容があって、また再度しゅんせつしな

きゃいけないというようなことになってきてい

るんですが、これいろんな貝類にしても魚にし

ても、そういったものが港については大分いろ

んな弊害が出ているところがあります。そうい

ったところはどういった形でしゅんせつについ

てはやっておられるんですかね。 

○土木課長（小原聖児君） 今のしゅんせつの

状況についてでございますけども、着工前に堆

積移動というか、その分の高さを当たりまして、

しゅんせつ工事を行った後に、またその高さを

確認すると。その差がしゅんせつした分という

ことで、土量の管理はそういう形でやっており

ます。検査のほうも一緒でございます。 

○委員（福嶋安徳君） 現状そのまま見ればで

すね、固まった泥で排除するという形になりま

すけれども、ヘドロの部分を、何ちゅうか、水

で洗うという姿になって、ヘドロが残るわけで

すよ。そういったしゅんせつのやり方だと、何

度もしたって一緒なんですね。しかもや、魚介

類に関しては、そのヘドロがずっと流れていっ

て、大事な貝が育つというところをですね、埋

めてしまう。そういった流れがあるもんですか

ら、どんどんどんどん漁場が悪くなっていくと

いう、そんな状況に今までがなってきとるわけ

です。そういったですね、しゅんせつのやり方

をもう少し業者の方々に、やはりきちっとした

体制の下でこのしゅんせつをしていただくとい

うのが必要だろうと思うんですが、そういった

ところはいかがなんでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） 要するに、取ったと

いってもヘドロがまた元に返ってきて、それが

今度、海底を埋めて貝に影響するというような

質問なんだけども、そこら辺りは確認できてる

んですかね。 

○土木課長（小原聖児君） ああ、すいません。

御質問の意図は分かりましたんですけども、実

際の管理としては、そういった管理しかできな

いのかな。確かに潮の干満とか何かの影響もあ

ってですね、またなるということは考えられま

すけども、今までのあれではそういったことで

しか、今のところは方法はないのかな。管理す

る方法としてですね。て考えております。 

○委員（福嶋安徳君） 今までですね、そうい

ったしゅんせつをする、除却するその時間帯に

調査をしないと、なかなかそういった本当の仕

事内容が分からんわけですよ。一旦すくって、

それを水に浸してやれば、ヘドロはどんどんど

んどん流れていくわけですから。それで、そう

いった流れがないような姿で除却するという、

しゅんせつするというような方法でいかないと、

もうするたんびにヘドロがずっと流れていくわ

けですよ。そういったところをきちっと見て、

やはり業者の方にそういった注文づけをしてい

かなきゃいかんとだろうというふうに思ってお

ります。そういったヘドロが、実際貝類がとれ

るところまでずっと、ヘドロがずっと流れてい

くわけですよ。干満のときに。そういったしゅ

んせつのやり方をしっかりしていただきたいな

というふうに、ここはもう注文づけしておきま

す。 

○委員長（増田一喜君） ということで、しゅ

んせつのやり方をちょっと確認していただけれ

ばということでございますので、よろしくお願

いいたします。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようですね。な

いようです。以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

○委員（髙山正夫君） 先ほどの西片西宮線で

文化財が出たということでですね、私決して文
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化財発掘を軽んじるわけじゃないんですけども、

現状、道路がですね、ちょうど村上市議会議員

のとこでまず広くなる。ちょうど砂時計と一緒

でですね、あそこから国道３号のほうの抜け道

をですね、かなりもう学習されております、皆

さん、ドライバーの方がですね。そのような中

で、その狭いところが非常に、先ほど丸尾商店

というのが出ましたけども、そこの四つ角なん

かはもう三すくみになってですね、動かないと

か、それとか、ちょうどあそこもバンビ保育園

というのがありまして、なかなか混雑しており

ます。 

 その時期道路を広げるっていうふうな話もよ

く要望が出るんですけども、いやいやいや、も

う将来的には西片西宮線ができるんだからとい

うことを考えますとですね、やはりもう早めに

ですね、工事を進めていただきたいというのが

住民の本音です。文化財のほうもですね、もう

早めに調査いただいてですね、そういったとこ

ろをですね、調整のほうよろしくお願いしたい

と思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 次長のほうから説明を

される中で、地域要望に対する進捗率の御説明

をいただきました。全体で９９６件中１７１カ

所。９９５件ですかね、失礼しました。の中で

１７１カ所、進捗率１７％というような御説明

だったかと思いますが、担当課のほうでも努力

をされてのことだとは思いますけれども、やは

り一番身近なですね、社会資本というところで

は、こういった地域要望での整備を急いでほし

いというような声をよく耳にしますし、そうい

った思いが強いものというふうに認識もしてお

ります。財政的に厳しいところもあるかと思い

ますけれども、こちらのほうの予算化というと

ころもですね、しっかり取り組んでいただきた

いというふうに意見として申し上げたいと思い

ます。 

 それから、さまざまな補助事業が展開をされ

ております。この補助事業について、利用され

る方、私も中身を見てみましたけれども、やは

り税金を使うということから、やむを得ない申

請書の数というふうになってるのかなというふ

うには思いますけれども、できるだけ簡素化し

ていただいて、利用しやすい補助制度というと

ころにもですね、取組を進めていっていただき

たいというふうに意見として申し上げておきた

いと思います。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（北園武広君） 景観形成の支援事業で、

先ほど福嶋委員からの質問の内容で、大体景観

の重点地区の形成の策定業務の内容というのは

分かったんですけども、候補地で４カ所挙がっ

とるかと思うとですけども、策定に向けて説明

会など、地域住民の方との説明会を開催すると

いうのも業務の中に入っとったかと思うんです

けども、日奈久地区におきましては、観光振興

課の和のまち並み空間整備事業で、２年、３年

ほど補助事業で町並みの景観づくりということ

で、地域の人たちとの話し合いというのはもう

なされておるわけなんですよ。その中で、やっ

ぱりこう意見の相違とかがかなりあって、なか

なかこう取りまとめに苦慮した経験がございま

す。ですんで、この事業を進めていかれる中で、

観光振興課のほうと情報の共有を図っていただ

いて、そして、連携してですね、事業を進めて

いただければなというふうに思っておりますん

で、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 以上で、第７款・土

木費及び第１０款・災害復旧費についてを終了

します。 

 小会いたします。 
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（午前１１時５３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５３分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、午前中の審議は第７款・土木費及び第

１０款・災害復旧費までとして、午後１時まで

休憩いたします。 

（午前１１時５４分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後 １時００分 開議） 

○委員長（増田一喜君） 休憩前に引き続き、

建設環境委員会を再開いたします。 

 次に、歳出の第４款・衛生費について、市民

環境部より説明願います。 

○市民環境部長（桑原真澄君） こんにちは。

（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市民環境部、

桑原でございます。よろしくお願い申し上げま

す。 

 それでは、議案第５号・令和２年度八代市一

般会計予算のうち、当委員会所管の衛生費中、

市民環境部が所管いたします当初予算について、

総括及び方針の一端を述べさせていただきます。 

 着座にて説明をさせていただいてよろしいで

しょうか。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○市民環境部長（桑原真澄君） それでは、予

算書の１６ページをお願いいたします。 

 款４・衛生費でございます。衛生費欄には健

康福祉部所管分と市民環境部所管分を含めた予

算額が記載されております。 

 款４・衛生費の令和２年度予算額は３８億６

３２３万２０００円で、うち市民環境部関係は

２０億４４５１万６０００円、５２.９％でご

ざいます。 

 平成３１年度予算額は３６億６１８６万４０

００円で、うち市民環境部関係は１９億９４０

５万９０００円――５４.５％でございますが、

となっており、増減額は全体で２億１３６万８

０００円、約５.５％の増、うち市民環境部関

係は５０４５万７０００円、約２.５％の増と

なっております。 

 増額の主な要因でございますが、労務単価の

上昇によるごみ収集の業務委託費の増、物価変

動に伴うごみ処理施設管理運営事業経費の増な

どが主な理由でございます。 

 次に、令和２年度の環境施策に関する主な取

組として４点ほど説明をさせていただきます。 

 １点目、環境関連施設についてでございます。 

 斎場、衛生処理センターなど市民環境部が所

管します施設は、老朽化したものが多く、各施

設の安全性や処理機能を維持するための対応を

重点的に進めながら、市民への安定的なサービ

ス提供が維持できるよう努めてまいります。 

 斎場につきましては、昭和５５年に供用開始

し、３９年を経過していることから、平成２７

年度に策定しました斎場延命化構想に基づき、

必要に応じた建築物等の補修を行い、火葬炉耐

火材等の補修や関連機器等を交換し、今後１１

年程度は施設の延命化を図っていくこととして

おります。 

 一方、将来的に安定して安全に斎場機能を維

持するためには、施設全体の更新が必要であり

ますことから、延命化対策と同時並行で新斎場

整備の検討を行ってまいります。 

 衛生処理センターにつきましては、昭和３５

年の供用開始後、既に５９年を経過し、特に老

朽化が著しいことから、適切に施設の維持管理

を行いながら、できるだけ早く新施設を整備で

きるよう、引き続き検討を進めてまいります。 

 ２点目、ごみ減量化対策でございます。 

 ごみ減量と再資源化への取組につきましては、

市報折り込みによる啓発チラシの配布に加え、

市ホームページやスマートフォンのごみ分別ア

プリサービスを活用し、３Ｒや食品ロス削減に

関する内容のほか、再資源化のための正しい分

別方法等をより多くの方々へ情報発信を行いま
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す。 

 また、引き続き生ごみ堆肥化容器等設置助成

金の利用促進を図るとともに、環境センターの

施設見学を中心とした環境学習や出前講座、イ

ベント等により、市民の皆様や事業者の方々の

一層の御理解を図り、燃えるごみの減量化と再

資源化に努めてまいります。 

 ３点目、廃棄物処理対策事業についてでござ

います。 

 本市における廃棄物の適正処理に関する施策

を講じるため、新たに第５次ごみ問題等対策検

討会を設置し、最終処分場に関することのほか、

一般廃棄物処理に関する内容を御審議していた

だくこととしております。 

 ４点目、環境保全対策についてでございます。 

 まず、新幹線の騒音・振動問題への対応とし

て、引き続き沿線地域において騒音・振動測定

を行い、鉄道騒音等の状況を沿線住民の皆様に

お知らせする一方、一部地域において基準超過

が確認されておりますことから、関係自治体と

連携しながら、鉄道事業者等に対して必要な措

置を講じていただくよう要望してまいります。 

 また、地下水に関しまして、本市は地下水を

生活用水のほか農業用水や工業用水として利用

しているなど、地下水への依存度が高い地域で

ございます。そのようなことから、本市の平野

部において地下水の基本的な性状がどのように

変化しているのかを把握するため、来年度、１

０年に１度のスパンで実施しております地下水

中のイオン成分量調査を行うことといたしてお

ります。 

 最後になりますが、環境センター、エコエイ

トやつしろは、平成３０年１０月の本格稼働以

降、安定したごみ処理ができております。また、

施設見学には年間約３０００名の皆様に御来場

いただいたほか、緑地広場も家族連れなど多く

の皆様に御利用いただいております。引き続き

施設の安定稼働に努めながら、ごみの適正処理

はもとより、環境学習の拠点として、より多く

の市民の皆様に御利用していただけるよう努め

てまいります。 

 以上でございますが、今後も市議会を初め市

民の皆様の御意見をお聞きしながら、改善すべ

きところは改善し、環境に優しいまちづくりを

目指し、事業の着実な遂行に努めてまいります。 

 なお、各事業の内容につきましては、担当の

稲本次長から説明をいたさせますので、どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

○市民環境部次長（稲本俊一君） 皆さん、こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市

民環境部の稲本でございます。よろしくお願い

いたします。 

 座らせていただきまして説明をいたします。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○市民環境部次長（稲本俊一君） それでは、

議案第５号・令和２年度八代市一般会計予算中、

本委員会に付託されました第４款・衛生費のう

ち、市民環境部が所管します歳出予算について

説明させていただきます。 

 令和２年度当初予算の総括につきましては、

先ほど桑原部長が説明をいたしましたので、私

からは予算書の目ごとに順次説明させていただ

きます。 

 それでは、早速、予算書７８ページをお開き

ください。 

 中段になりますが、款４・衛生費、項１・保

健衛生費、目３・斎場管理費でございます。予

算額は５９７６万７０００円で、前年度より２

９５４万１０００円の減額となっております。

これは、令和２年度に予定しておりました修繕

工事を令和元年度の修繕料の執行残で前倒し施

工ができたことが主な理由でございます。 

 まず、斎場管理費の事業概要について、右側

の説明欄を御覧ください。 

 斎場管理運営事業及び斎場施設整備事業です

が、松崎町にあります当該施設は、昭和５５年
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の供用開始後３９年を経過しておりますことか

ら、安全面・衛生面に配慮した適切な管理運営

に必要な費用を計上しております。 

 また、施設の老朽化対策として定期的な改修

を実施し、炉などの緊急停止等が起こらないよ

う施設整備を行うものでございます。 

 生活環境事務組合負担金事業（火葬場）は、

東陽町にあります生活環境事務組合斎場の維持

管理に充てる本市負担金と、本市及び氷川町の

住民が市斎場と生活環境事務組合斎場を同額で

ともに利用できるよう協定を結んでいる斎場相

互利用負担金を計上しております。 

 次に、節ごとに内容を説明しますが、主に金

額が多いものについて述べさせていただきます。 

 節１０・需用費５４０万８０００円は、市斎

場延命化構想に基づき実施します炉内台車の修

繕費３０８万円、電気料等の光熱水費２２２万

円が主なものでございます。 

 節１２・委託料２９０６万１０００円は、市

斎場の運転管理業務委託費２７８３万３０００

円、火葬設備等保守点検業務委託費４９万５０

００円が主なものでございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金２５２４万６

０００円は、生活環境事務組合斎場への維持管

理負担金２２９８万８０００円、斎場相互利用

協定に基づき生活環境事務組合斎場を利用した

場合に生じる市負担金２２５万８０００円でご

ざいます。 

 次に、特定財源の御説明をいたします。 

 その他の特定財源８７９万４０００円は、市

斎場使用料８５５万円、氷川町からの斎場相互

利用負担金１９万１０００円が主なものでござ

います。 

 次に、その下、目４・狂犬病対策費でござい

ます。予算額は５９５万８０００円で、前年度

より１６４万８０００円の増額となっておりま

す。これは、狂犬病予防集合注射の業務委託費

を計上したことが主な理由でございます。 

 狂犬病予防対策事業は、狂犬病予防法に基づ

く犬の登録及び狂犬病予防注射事務に要する費

用でございます。 

 節１・報酬１３０万１０００円、節３・職員

手当等１２万７０００円、節４・共済費２５万

円は、会計年度任用職員１名を雇用する経費で

ございます。 

 節１１・役務費８４万円は、狂犬病予防注射

通知に要する郵便料８４万円の通信運搬費でご

ざいます。 

 節１２・委託料２６９万８０００円は、犬の

飼い主が行うこととなっている犬の登録及び狂

犬病予防注射に関する諸手続を極力簡素化でき

るよう獣医師会に事務委託する経費１０１万８

０００円、毎年４月に実施しております狂犬病

予防集合注射の業務委託費１６８万円でござい

ます。 

 その他特定財源５４０万６０００円は、犬の

登録及び狂犬病予防注射済票交付手数料収入３

７２万６０００円、集合注射において飼い主か

ら徴収する注射料１６８万円でございます。 

 続きまして、７９ページをお開きください。 

 項２・生活環境費、目１・生活環境総務費で

ございます。予算額は２億７８０５万２０００

円で、前年度より３９２３万３０００円の減額

となっております。これは、職員減に伴う給料

等の減額が主な理由でございます。 

 生活環境総務費は、職員２９名分の人件費、

建設部が予算執行をいたします小型合併処理浄

化槽設置整備事業、特別会計繰出金事業（浄化

槽）に要する経費でございます。 

 節２・給料から節４・共済費までは職員２９

名分の人件費でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金６０４０万４

０００円は、小型合併処理浄化槽１５３基分の

設置補助金が主なものでございます。 

 節２７・繰出金１８７８万６０００円は、八

代市浄化槽市町村整備推進事業特別会計への繰
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出金でございます。 

 なお、特定財源３９７１万６０００円は、小

型合併処理浄化槽設置整備事業に伴います国・

県からの補助金でございます。 

 次に、目２・環境保全対策費でございます。

予算額は２１５０万６０００円で、前年度より

６５０万３０００円の増額となっております。

これは、地下水中のイオン成分量調査に係る費

用を計上したことが主な理由でございます。 

 環境保全対策費では、自然環境の状況に応じ

た対策を行う自然環境保全推進事業、環境保全

行動の促進を目的とした自然観察会や出前講座

等を実施する環境学習推進事業、環境パートナ

ーシップ会議と連携を図り、環境基本計画に掲

げる事業の推進や進行管理、環境保全活動に関

する実践的取組を進める環境パートナーシップ

推進事業、公害の未然防止と環境負荷の低減に

向けた施策を推進し、九州新幹線鉄道騒音・振

動調査や悪臭調査等を行う環境保全対策事業、

日常生活や経済活動を支える恵まれた地下水を

保全し、継続的な利用を図るため、地下水中の

イオン成分量調査や地下水有害物質モニタリン

グ調査等を行う地下水保全対策事業、地球温暖

化問題への対応として、各家庭における再生可

能エネルギーの普及や温室効果ガスの排出量削

減を図るため、住宅用太陽光発電システムや蓄

電池の設置補助等を行う地球温暖化対策推進事

業を実施するものでございます。 

 節１・報酬９８万６０００円は、環境審議会

委員１０名分の報酬及び４カ月間雇用する会計

年度任用職員２名分の報酬でございます。 

 節７・報償費２７万５０００円は、環境パー

トナーシップ会議委員への謝礼が主なものでご

ざいます。 

 節１２・委託料９５６万８０００円は、地下

水中のイオン成分量調査分析業務委託５２２万

８０００円、九州新幹線鉄道騒音・振動調査業

務委託１７３万８０００円、自動車騒音常時監

視業務委託８８万円、悪臭物質分析業務委託６

７万４０００円が主なものでございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金９５４万６０

００円は、住宅用太陽光発電システム等設置補

助金として、太陽光発電システム及び蓄電池設

置、計１４０基分の補助金９３０万円が主なも

のでございます。 

 なお、特定財源は、騒音規制及び地下水採取

に伴う届け出事務等に対する県支出金が３１万

７０００円、その他特定財源として、ふるさと

八代元気づくり応援基金からの繰入金６６３万

２０００円でございます。 

 続きまして、下段の目３・廃棄物対策費でご

ざいます。予算額は２１３３万６０００円で、

前年度より２６９万４０００円の増額となって

おります。これは、環境施設整備事業の委託料

の増加や、八代市ごみ問題等対策検討会の設置

に係る費用を新たに計上したことが主な理由で

ございます。 

 廃棄物対策費では、市内から排出される一般

廃棄物の減量化対策を図るために、生ごみ堆肥

化容器等設置助成やごみ減量化啓発チラシの作

成、環境学習の実施、エコエイト環境フェスタ

を開催するごみ減量化対策事業、敷川内環境保

全用地の継続的な維持管理を行う敷川内環境保

全対策事業、八代市ごみ問題等対策検討会議の

開催や不法投棄監視指導員によるパトロールを

行い、廃棄物の適正処理を確保し、生活環境の

保全を図る廃棄物処理対策事業、し尿処理施設、

斎場及び最終処分場の整備に向けた検討を行う

環境施設整備事業を実施するものでございます。 

 節１・報酬３０８万５０００円及び節４・共

済費６１万円は、不法投棄や野焼き防止のパト

ロールを行う不法投棄監視指導員２名の雇用に

要する経費でございます。 

 節７・報償費９１万１０００円は、八代市ご

み問題等対策検討会委員の報償費７０万８００

０円や、環境学習講師の報償費２０万３０００
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円でございます。 

 節１０・需用費１９４万２０００円は、ごみ

減量化対策として作成する啓発チラシの印刷製

本費１１１万１０００円のほか、消耗品費２９

万６０００円、公用車の燃料費３６万３０００

円が主なものでございます。 

 節１１・役務費５７万円は、ごみ減量啓発チ

ラシ等の市報への折り込み手数料２７万３００

０円のほか、不法投棄物の処理に係る手数料１

０万円や、不法投棄警告看板の作成手数料１２

万１０００円が主なものでございます。 

 ８０ページをお開きください。 

 節１２・委託料１０８６万３０００円は、し

尿処理施設の整備に当たり、交付金等の申請に

必要な資料作成を目的とした調査業務委託７７

０万円のほか、敷川内環境保全用地の維持管理

委託経費２０７万８０００円、二見、昭和、坂

本地区の民間最終処分場周辺における環境調査

に要する委託経費７６万６０００円が主なもの

でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金１７０万円は、

一般家庭から排出される生ごみ減量化を図るた

め、コンポスト式生ごみ堆肥化容器６０基分と

電気式生ごみ処理機５０機分の購入者に対する

助成金でございます。 

 特定財源の国県支出金３３万７０００円は、

熊本県産業廃棄物最終処分場周辺環境整備等補

助金でございます。 

 また、その他特定財源２０７万８０００円は、

敷川内環境保全用地維持管理基金からの繰入金

及び基金利子でございます。 

 続きまして、中段の目４・環境衛生費でござ

います。予算額は５７９万１０００円で、前年

度より３５万４０００円の増額となっておりま

す。これは、ボランティア清掃活動専用袋の作

成費の増額が主な理由でございます。 

 環境衛生費では、感染症のおそれのある衛生

害虫の駆除等を行う衛生害虫駆除事業、環境美

化への意識の高揚を図り、良好な生活環境の確

保に努める環境美化推進事業、市営墓園３カ所

の維持管理を行う墓地関係事業を実施するもの

でございます。 

 節１・報酬１３０万１０００円、節３・職員

手当等１２万７０００円、節４・共済費２５万

円は、会計年度任用職員１名を雇用する経費で

ございます。 

 節１０・需用費２０１万８０００円は、衛生

害虫の駆除に使用します薬剤等の消耗品費５６

万８０００円、ボランティア活動袋等の印刷製

本費７４万６０００円、消毒機械等の点検整備

に伴う修繕料３７万３０００円が主なものでご

ざいます。 

 節１２・委託料１４９万４０００円は、排水

路等の害虫駆除委託６５万円、市営上片墓園、

鏡墓地公苑、東陽墓地公苑３カ所の清掃業務委

託７７万６０００円が主なものでございます。 

 その他特定財源１３３万７０００円は、市営

墓園３カ所の管理収入でございます。 

 次に、目５・塵芥処理費でございます。予算

額は１３億５２２５万７０００円で、前年度よ

り１億３７１万１０００円の増額となっており

ます。これは、主に環境センターの管理運営及

び施設整備等に係る増額と、可燃物・資源物収

集運搬業務に係る増額が主な理由でございます。 

 塵芥処理費では、環境センターの管理運営及

び施設整備を行うごみ処理施設管理運営事業及

びごみ処理施設整備事業、閉鎖した清掃センタ

ー及び市内３カ所の最終処分場の維持管理を行

う塵芥施設維持管理事業、各家庭から排出され

る可燃物、資源物の収集運搬・分別を行うごみ

収集管理事業及び分別収集事業、ごみの減量化

と樹木剪定くずの資源化を図る樹木、剪定屑リ

サイクル事業、生活環境事務組合クリーンセン

ターの最終処分場等の管理や事務に係る共通的

な経費を負担する生活環境事務組合負担金事業

（じん芥）、千丁支所管内における平成２９年、
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平成３０年の一般廃棄物収集運搬業務委託に対

しての損害賠償を求める訴訟に関する一般廃棄

物収集運搬業務委託契約訴訟関係事業を実施す

るものでございます。 

 節１・報酬４４３万９０００円は、施設管理

業務における一部を担当する会計年度任用職員

１名、施設運営に当たっての事務補助員である

会計年度任用職員２名、計３名の報酬でござい

ます。 

 節２・給料から節４・共済費までは職員９名

分の人件費が主なものでございます。 

 節１０・需用費２８６０万８０００円は、分

別収集容器等購入費３５０万円、ごみ収集車両

等の燃料費３００万６０００円、清掃センター

及び最終処分場の光熱費９５万５０００円、環

境センターや閉鎖した清掃センター及び最終処

分場の施設設備修繕や、公用車整備点検などの

修繕費１９４７万３０００円が主なものでござ

います。 

 節１１・役務費１２２０万７０００円は、有

料ごみ指定袋を販売していただいてる小売店等

への販売手数料１１２２万円が主なものでござ

います。 

 節１２・委託料１１億６６６８万７０００円

は、環境センター（エネルギー回収推進施設）

の運営委託２億１７６７万９０００円、環境セ

ンター（マテリアルリサイクル推進施設）の運

営委託１億９９５４万３０００円、環境センタ

ー（エネルギー回収推進施設）から排出されま

す焼却灰の運搬及び資源化委託１億４６３２万

２０００円、環境センター（マテリアルリサイ

クル推進施設）から排出されます資源物等の運

搬及び処理委託２１５８万５０００円、可燃物

及び資源物収集運搬業務委託４億６５０８万７

０００円、有料ごみ指定袋作製業務委託５８６

６万３０００円、有料ごみ指定袋の販売代金収

納業務委託１６８３万円が主なものでございま

す。 

 ８１ページになりますが、節１４・工事請負

費１２７４万円は、南平和町にあります八代市

最終処分場浸出水処理施設解体工事１０８８万

１０００円、環境センター緑地エリア日よけ新

設工事１８５万９０００円でございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金５６２７万６

０００円は、生活環境事務組合クリーンセンタ

ーの最終処分場等の管理や事務に係る共通的な

経費に対しての本市負担金５５９３万８０００

円が主なものでございます。 

 なお、特定財源の地方債１１９０万円は、最

終処分場解体事業での八代市最終処分場浸出水

処理施設解体工事及び設計業務に伴います公共

施設等適正管理推進事業債でございます。 

 その他の特定財源３億８５１０万５０００円

は、搬入ごみ処理手数料収入１億４２２０万７

０００円、有料指定袋処理手数料収入２億８５

０万円、再資源化物販売代金納付金２４１９万

８０００円、環境センター施設使用料４７９万

２０００円、ふるさと八代元気づくり応援基金

繰入金１８５万９０００円が主なものでござい

ます。 

 最後になりますが、下段の目６・し尿処理費

でございます。予算額は２億９９８４万９００

０円で、前年度より４３２万１０００円の増額

となっております。これは、浄化槽汚泥処理施

設の経年劣化に伴う点検整備委託の増額が主な

理由でございます。 

 し尿処理費では、くみ取りし尿を郡築１２番

町の衛生処理センターで処理するための経費で

ある、し尿処理施設管理運営事業及びし尿処理

施設整備事業、合併処理浄化槽などの汚泥を新

港町３丁目にある浄化槽汚泥処理施設で処理す

るための経費である浄化槽汚泥処理施設管理運

営事業、浄化槽汚泥処理施設整備事業、生活環

境事務組合衛生センターの維持管理に要する経

費を負担するための生活環境事務組合負担金事

業（し尿）を実施するものでございます。 
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 節２・給料から節４・共済費までは職員３名

分の人件費でございます。 

 節１０・需用費４１０７万４０００円は、工

業用薬品購入等の消耗品費５９４万２０００円、

衛生処理センターの水道料や電気料、浄化槽汚

泥処理施設の下水道使用料、水道料及び電気料

など両施設の光熱水費３０９１万円、公用車の

車検や点検整備等の修繕料３４５万４０００円

が主なものでございます。 

 節１２・委託料１億５５６３万７０００円は、

衛生処理センターの運転管理業務委託３０６３

万５０００円、浄化槽汚泥処理施設の運転管理

業務委託３５１１万２０００円、衛生処理セン

ターでの発生汚泥を含めて処理する浄化槽汚泥

処理施設脱水汚泥収集運搬処理業務委託４１４

５万７０００円が主なものでございます。 

 節１８・負担金補助及び交付金８１８８万７

０００円は、鏡町にあります生活環境事務組合

衛生センターの管理運営に係る本市負担金８１

７２万９０００円が主なものでございます。 

 その他特定財源２０００円は、一般廃棄物処

理業等許可手数料収入でございます。 

 以上をもちまして、款４・衛生費中、市民環

境部関係分の説明を終わります。 

 １つ訂正よろしいでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） はい。 

○市民環境部次長（稲本俊一君） 先ほどので

すね、し尿処理費のところで、節２のところを

節１２というふうにちょっと読んでしまいまし

たので、訂正して申し上げます。節２・給料か

らというようなところでございます。 

 以上をもちまして、款４・衛生費中、市民環

境部関係分の説明を終わります。御審議のほど、

よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありませんか。

ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） ごみ処理関係でですね、

議案の説明会でいただきました資料によります

と、一部包括委託ということで、市が委託業者

さんに貸与している車両の維持管理経費を委託

料に包括しますということで説明が書いてある

んですけれども、これまでとどういうふうに変

わるのかということを御説明いただきたいと思

います。 

○理事兼環境センター管理課長（山口敏朗

君） こんにちは。環境センター管理課の山口

でございます。よろしくお願いいたします。 

 収集業務委託の中で包括委託という部分にな

りますのは、市が所有してる車両を今八代管内

におきましては貸与する形で業務委託を行って

おります。その業務委託の中に、車両の管理―

―修繕料でありますとか車検料でありますとか、

あと燃料費、こういったものを委託料に含めま

して、全て車両にかかわる経費を委託に入れま

して包括管理をしていただくというところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 今までとどう変わるの

かということがなかったんですけど、今までは

それがしてなかったという話で受け止めさせて

いただきますけれども、全てのこの仕事に携わ

られる方が公平になってますかね。 

○理事兼環境センター管理課長（山口敏朗

君） 申し訳ございません。全ての携わる者と

いうお話は、確認ですけれども、今、旧八代管

内から千丁、鏡、東陽、泉、坂本まで、業務委

託を行ってる部分まで含めてっていうことでよ

ろしいでしょうか。（委員大倉裕一君「はい」

と呼ぶ） 

 今まで旧八代市の部分に当たりましては、市

が所有して車両を持っておりますことから、今

まで車両を貸与するという形で業務委託を行っ

ておりました。旧郡――千丁、鏡、東陽、泉、

坂本につきましては、業者が車両を持ってるこ
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とっていうことでの業務委託になっております。

その相違点はあるかと思いますけれども、でき

るだけそれに近づけていきたいというところで、

今回車両の管理というものを業務委託の中に含

めさせていただいたところでございます。 

○委員（大倉裕一君） 恐らく特措法ですかね、

の関係からだと思うんですけども、財産として

は市の財産ということで変わらないんですよね。

そこを確認させてもらっていいですか。 

○理事兼環境センター管理課長（山口敏朗

君） 旧八代管内の車両につきましては、財産

的には市の財産だというところでございます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 今年度の予算について

はもうやむを得ないと私は思ってますけれども、

考え方としては、市の財産ではなくて、委託を

されているところに、もう財産を処分すべきだ

というふうに思っています。そうすることで、

先ほど言いました八代管内の委託業者さん、そ

れから、合併をした町村を収集されているとこ

ろの委託業者さんが公平な立場になるというふ

うに思っています。昨年の決算の中で課題とし

て挙げられていたものをこのように整理された

んだろうというふうに思いますが、まだなお課

題という部分が残っているというふうに私は思

っておりますが、その点については、担当課と

してはどのように思っていらっしゃいますでし

ょうか。 

○理事兼環境センター管理課長（山口敏朗

君） 担当課といたしましては、将来はやはり

全て車両を持ってるところでっていうことに移

行させていくことが理想かと考えております。

ただ、それにつきましては、まだこれからもい

ろいろと検討していかなければならない部分も

ございますので、すぐすぐにということはなか

なか実現しがたいとこもあるかと思いますけど

も、そちらに向けて今後も検討を続けていきた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） そうですね、旧郡部の

ほうを収集されているところの委託業者さんに

ついては、自分で購入をしてくれというような

ことになっておりますので、そういったところ

のバランスという部分はですね、たとえ――特

措法だったと思うんですけど、そういうものが

あったとしても、公平なですね、行政運営を行

っていただくように要望しておきたいというふ

うに思います。 

○委員長（増田一喜君） 要望ですね。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（大倉裕一君） すいません、資源ごみ

の回収についてなんですけども、回覧で――町

内の回覧ですけれども、プラスチック系の収集

を変更しますという回覧が回っておりましたが、

なぜ資源の出し方が変わるのか、委員会への説

明もなかったことから理解ができておりません

が、その点についてはどのような取扱いで変更

にされるのか御説明をお願いします。 

○理事兼環境センター管理課長（山口敏朗

君） 資源物のプラスチックの取扱いにつきま

して、今回変更させていただきましたことにつ

きましては、委員会のほうにさきに説明せずに

チラシを配りましたことにつきましては、申し

訳ございませんでした。 

 今回扱いを変えさせていただきましたのは、

プラスチックの受け先、これが当初始めたとき

には、国内でも相当利用があったんですけれど

も、そのうち海外、こちらのほうが流通がスト

ップしたというところで、国内での処理も難し

くなってきたと。 

 ただ、現在、プラスチック類ということで回

収を始めました種類につきましては回収させて

いただくんですけども、中にはどうしても焼却

処分をしなきゃならない部分が出てきてしまっ

たというところでございます。それにつきまし
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て今回チラシを配らせていただいて、やむを得

ず焼却する分もあります。 

 その中で、中で手選別を行ってますので、そ

の辺りの作業軽減を図るために、こういったも

のについては燃えるごみとして扱っていただき

たいということで、市民の皆さんに協力をお願

いしたところでございます。 

 どうしても海外へのプラスチックが、流通が

滞っておりますというよりも、もうストップし

ておりますので、なかなか国内で処理ができな

い部分につきましては、どうしても焼却処理を

せざるを得ないものが出てきたというところで

御理解をいただきたいと思います。 

○委員（大倉裕一君） 今のようにですね、き

ちんと説明をいただければ、我々も反対はしま

せん。理解したいと思っていろんな取組をする

わけでありまして、やはり委員会、議会のほう

もですね、市民の代表として皆さん出てきてい

らっしゃるわけですから、きちんと説明をです

ね、していただきたいというふうに、ここは部

長のほうにしっかりお願いをしておきたいとい

うふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） 環境施設整備事業の中

で、広域化でこの事業を進めるということにし

てありますが、この広域ちゅうとはどういった

形で取組なさる。これは新規の事業になるわけ

ですが、どういった内容になりますか。 

○環境課長補佐兼環境施設整備推進室長（藤澤

智博君） 環境施設整備推進室の藤澤と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

 私どものほうで今考えておりますのは、し尿

処理関係で似たような施設が幾つかありますの

で、端的に言いますと、例えば、衛生処理セン

ターと、それから下水道関係の施設というのは、

同じように汚水処理を執り行います。国のほう

から、こういう施設につきましては、今後、統

合及び共同化、あるいは広域化を考えていって

ほしいと。施設のほうを少しずつ整理をしてい

くというふうな話が来ておりますので、それに

伴いまして、今、共同化及び広域化ができない

かということの探り、試験的にいろいろなとこ

ろに話をしながら進めている状況でございます。 

○委員（福嶋安徳君） 例えば、し尿を処理す

る部と下水道の部、それを合体してこの事業を

進めると。そういった状況になる。で、解釈で

よかっですか。 

○環境課長補佐兼環境施設整備推進室長（藤澤

智博君） 基本的には同じなんですけれども、

事業が一緒になるという考え方よりも、施設の

ほうを１つにしていこうという考え方で進めて

いこうと思っております。（委員福嶋安徳君

「施設を」と呼ぶ）はい。今、衛生処理センタ

ーって郡築十二番にあるのを廃止して、下水処

理場のほうで一部。だんだんし尿処理のほうも

少なくなってきておりますので、そういうとこ

ろで共同化だけしていければなというふうに考

えております。要するに、施設自体の効率化と

いうふうな考え方で進めていきたいというふう

に考えております。 

○委員（福嶋安徳君） 大体分かりました。言

わば、し尿のところが取扱いが少ない、減少し

てきたということで、下水道処理でそういった

流れをやっていくという、そういう理解でよう

ございますか。それもかえってよかですたいな。

下水処理ででくっとはですね。分かりました。

はい。 

○委員長（増田一喜君） ほかありませんか。

ほかの方ありませんか。 

○委員（庄野末藏君） ちょっと２つあっとで

すけど、ここの子育て世代包括支援センターち

ゅうのは市内に何カ所ぐらいあって（｢ん」と

呼ぶ者あり）、利用者はどれぐらいおるやろう

か。 

○委員長（増田一喜君） 今、今そこの範囲か

な。今、言ってないでしょ。（｢子育支援はな
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かろ」｢一応民生費」と呼ぶ者あり） 

○委員（庄野末藏君） 民生費やったな。はい、

すいません。 

○委員長（増田一喜君） ないですね。ほかに

ありませんね。ほかの方ありませんね。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いいたします。意見

ありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 先ほど要望のほうでも

言いましたけれども、市民とうまく合意形成を

図っていただくというところも含めてですね、

議会のほうにも的確な情報を提供していただき

ながら運営に当たっていただくようにですね、

お願いをしておきたいというふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） よろしくお願いいた

します。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。それ

では、これより採決いたします。 

 議案第５号・令和２年度八代市一般会計予算

中、当委員会関係分については、原案のとおり

決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございます」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れかえのため、小会します。 

（午後１時５０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時５２分 本会） 

◎議案第９号・令和２年度八代市農業集落排水

処理施設事業特別会計予算 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第９号・令和２年度八代市農業集

落排水処理施設事業特別会計予算を議題とし、

説明を求めます。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）下水道総

務課の奥村でございます。よろしくお願いいた

します。 

 着座にて御説明申し上げます。 

○委員長（増田一喜君） どうぞ。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） それでは、

議案第９号・令和２年度八代市農業集落廃水処

理施設事業特別会計予算につきまして、御説明

を申し上げます。 

 予算書の説明の前に、まず八代市農業集落排

水処理施設事業の概要につきまして御説明させ

ていただきます。 

 この事業は、農業集落の生活環境の向上と公

共用水域の水質保全を目的として、東陽町と泉

町の中心部で実施しております。東陽町が平成

７年度から１１年度まで、泉町が平成４年度か

ら８年度まで事業を行っておりまして、建設事

業は完了しており、現在は、施設の維持管理や

使用料の徴収などが主な業務となっておりま

す。 

 平成３０年度末の東陽町と泉町を合わせまし

た処理区域内人口は１９０９人、水洗化人口が

１６０２人でございますので、水洗化率は８

３.９％となっております。 

 令和元年度は、全体で３世帯の新規接続があ

っておりますが、地域全体の人口減少に伴い、

農集区域内の水洗化人口も減少している状況で

ございます。 

 なお、令和元年度末の水洗化率は、３０年度

末と同程度を見込んでおります。 

 このような状況の中で令和２年度予算も引き

続き、農業集落の生活環境の向上のための排水

処理施設の維持管理費が主なものとなっており

ます。 

 以上、簡単ですが概要説明を終わります。 

 続きまして、令和２年度八代市農業集落排水



 

－32－

処理施設事業特別会計予算の内容について御説

明いたします。 

 予算書の９７ページをお願いいたします。歳

入歳出予算の総額は、第１条第１項でそれぞれ

９５４５万１０００円と定めております。この

額は前年度より５３０万３０００円の減額とな

っております。 

 第２項・歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、９８ページの第１表、歳入

歳出予算に記載しております。 

 第２条の地方債は、地方自治法第２３０条第

１項の規定により、９９ページの第２表、地方

債のとおり、資本費平準化債を目的に、１２８

０万円を限度額として、起債の方法を証書借

入、または証券発行とし、利率及び償還の方法

は記載のとおりでございます。 

 それでは、本予算につきまして、１０１ペー

ジからの説明書をもとに主なものを御説明いた

します。 

 おめくりいただきまして、１０４ページをお

願いいたします。 

 歳入でございます。款１・分担金及び負担

金、項１・分担金、目１・農業集落排水事業費

分担金２０万円は、新規ます設置者に対して、

条例に基づき１世帯当たり１０万円を徴収して

おりまして、前年度と同様、２件分を予定して

おります。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料、目

１・農業集落排水処理施設使用料では、３６６

２万５０００円を計上しており、前年度より２

７万６０００円の減となっております。 

 １０５ページをお願いいたします。 

 款３・繰入金、項１、目１・一般会計繰入金

４５８１万２０００円は、農業総務費からの一

般会計繰入金で、前年度より２２２万７０００

円の減となっております。これは長期債の元利

償還額の歳出減が主な要因でございます。 

 １０６ページをお願いいたします。款６、項

１・市債、目１・農業集落排水事業債１２８０

万円は、資本費平準化債でございまして、１２

０万円の増となっております。資本費平準化債

は、使用者の負担を軽減し、かつ世代間の負担

の公平を図るため、本事業における負担の一部

を後年度に繰り延べるためのものでございま

す。 

 款・県支出金、項・県補助金、目・農業集落

排水事業費県補助金は、東陽町、泉町にありま

す２つの排水処理施設の最適整備構想策定業務

に係る県補助金で、平成２９年度に実施した機

能診断調査の結果を踏まえ、施設機能の保全に

必要な対策方法、対策時期の計画策定を令和元

年度で完了したため、款を廃止するものです。 

 １０７ページをお願いいたします。歳出でご

ざいます。 

 款１、項１・農業集落排水処理事業費、目

１・農業集落排水事業費４０２２万５０００円

は、農業集落排水処理施設の維持管理と普及促

進、及び使用料の徴収などに要する経費でござ

います。 

 主な内訳は、職員１名分の人件費７６８万６

０００円。東陽地区一般事務事業で２０５７万

８０００円。これは主に維持管理経費でござい

まして、処理場及びマンホールポンプの電気料

４０８万６０００円、設備修繕１５０万円、脱

水汚泥収集運搬料１２３万２０００円、施設の

維持管理業務委託として８５４万７０００円な

どでございます。 

 また、泉地区一般事務事業で、１１９６万１

０００円を計上いたしております。これも東陽

地区と同様、維持管理経費でございまして、処

理場及びマンホールポンプの電気料２７７万４

０００円、施設修繕２００万円、汚泥引き抜き

手数料１９８万円、施設の維持管理業務委託４

０４万８０００円などが主なものでございま

す。 

 農業集落排水事業費は、施設維持管理委託費
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等は増加したものの、最適整備構想の策定が完

了したことにより、前年度と比べまして３５５

万８０００円の減となっております。 

 次に、款２、項１・公債費５５２２万６００

０円は、長期債償還元金が４８８２万７０００

円、長期債償還利子が６３９万９０００円でご

ざいまして、前年度より１７４万５０００円の

減額となっており、内訳は説明欄に記載のとお

りでございます。 

 次の１０８ページから１１３ページまでは給

与費明細書、１１４ページは債務負担行為の支

出予定額等に関する調書でございますが、説明

は省略させていただきます。 

 １１４ページ下段をお願いいたします。地方

債の当該年度末等における現在高の見込みに関

する調書でございます。 

 農業集落排水整備事業債の前年度末現在高見

込額が２億９８７０万２０００円、当該年度中

起債見込額が１２８０万円、同年度中元金償還

見込額が４８８２万７０００円でございますの

で、当該年度末現在高見込額は２億６２６７万

５０００円でございます。 

 農業集落排水処理施設事業につきましては、

施設の長寿命化と施設更新・整備に要する費用

の平準化を図りながら計画的な経営を目指し、

水洗化率や収納率の向上による使用料収入の確

保や、適切な維持管理による経費のさらなる縮

減に努めてまいりたいと考えております。 

 以上で、議案第９号・令和２年度八代市農業

集落排水処理施設事業特別会計予算の説明を終

わります。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の分

について質疑を行います。質疑はありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第９号・令和２年度八代市農業集落排水

処理施設事業特別会計予算については、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１０号・令和２年度八代市浄化槽市町

村整備推進事業特別会計予算 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第１０

号・令和２年度八代市浄化槽市町村整備推進事

業特別会計予算を議題とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 下水道総務

課の奥村でございます。引き続きよろしくお願

いいたします。 

 着座にて説明を申し上げます。 

○委員長（増田一喜君） はい。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） それでは、

議案第１０号・令和２年度八代市浄化槽市町村

整備推進事業特別会計予算につきまして、御説

明いたします。 

 予算書の説明の前に、まず八代市浄化槽市町

村整備推進事業の概要につきまして、御説明さ

せていただきます。 

 この事業は、八代市が設置主体となって、浄

化槽を東陽町、泉町の農業集落排水処理施設事

業の認可区域以外の地区で整備し、雑排水等を

処理することにより、生活環境の保全及び公衆

衛生の向上を図るものでございます。 

 東陽町は平成１３年度から、泉町は平成１４

年度からそれぞれ実施しており、令和元年度は

当初設置予定４基に対して、泉町で１基設置い

たしております。 

 なお、令和２年度も前年度同様、４基の設置



 

－34－

を予定しております。 

 以上、簡単ですが、概要説明を終わります。 

 続きまして、令和２年度八代市浄化槽市町村

整備推進事業特別会計予算の内容について御説

明いたします。 

 予算書の１１７ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の総額は、第１条第１項で、そ

れぞれを５０８３万２０００円と定めておりま

す。この額は前年度より２０３万９０００円の

増額となっております。 

 第２項・歳入歳出予算の款項の区分及び当該

区分ごとの金額は、１１８ページの第１表、歳

入歳出予算に記載しております。 

 第２条の地方債は、地方自治法第２３０条第

１項の規定により、１１９ページ下段の第２表

地方債のとおり、浄化槽市町村整備推進事業を

目的に３００万円を限度額として、起債の方法

を証書借入または証券発行とし、利率及び償還

の方法は記載のとおりでございます。 

 それでは、本予算につきまして、１２１ペー

ジからの説明書をもとに、主なものを御説明い

たします。 

 おめくりいただきまして、１２４ページをお

願いいたします。歳入でございます。 

 款１・分担金及び負担金、項１・分担金、目

１・浄化槽整備推進事業費分担金４０万円は、

合併処理浄化槽を市で設置する際、条例に基づ

き１基当たり１０万円を徴収しておりまして、

前年度と同様、４基分を見込んでおります。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料、目

１・浄化槽整備推進事業使用料では、２６２７

万６０００円を計上しており、令和元年度から

６５万円の減となっています。 

 １２５ページをお願いいたします。款３・国

庫支出金、項１・国庫補助金、目１・浄化槽整

備推進事業費国庫補助金１２５万２０００円

は、浄化槽整備に関する補助金で、事業費の３

分の１が交付されるものです。これまでは１０

基以上の設置という制限がありましたが、この

要件が撤廃されたことにより、本市も補助が受

けられることとなり、今回、新たに計上するも

のです。 

 款４・県支出金、項１・県補助金、目１・浄

化槽整備推進事業費県補助金５万４０００円

は、前年度事業費に対して６.５％の交付とな

っております。７２万１０００円の減につきま

しては、先ほどの新たな国庫補助に伴い、県補

助金が廃止されたためでございます。 

 款５・財産収入、項１・財産運用収入、目

１・利子及び配当金２０００円は、旧泉村及び

旧東陽村が起債償還のために積み立てておりま

した減債基金の預金利子でございます。この減

債基金の預金利子につきましては、歳入で受け

入れた後、歳出で減債基金に全額積み立てるも

のでございます。 

 １２６ページをお願いたします。 

 款６・繰入金、項１、目１・一般会計繰入金

１８７８万６０００円は、前年度より３１１万

８０００円の増となっておりますが、これは使

用料収入の減、事業費や人件費の歳出が増とな

ったことが主な要因でございます。 

 繰入金は、生活環境総務費からの一般会計繰

入金で、維持管理費や公債費などに充当してお

ります。 

 款６・繰入金、項２・基金繰入金、目１・浄

化槽市町村整備推進事業減債基金繰入金１０４

万５０００円は、旧泉村及び旧東陽村が起債償

還のために積み立てておりました減債基金約１

１６３万円で、一般会計繰入金の減額のため、

平成２８年度から取崩しを行っており、令和２

年度で基金全額の繰入れが終了いたします。 

 １２７ページをお願いたします。 

 款９、項１・市債、目１・浄化槽整備推進事

業債３００万円は、新規予定設置基数４基が対

象となります。 

 おめくりいただきまして、１２８ページをお
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願いいたします。歳出でございます。 

 款１、項１・浄化槽市町村整備推進事業費、

目１・浄化槽総務費３９４０万８０００円は、

浄化槽施設の維持管理と普及促進及び使用料の

徴収などに要する経費でございます。 

 内訳は、右側の説明欄に記載のとおり、職員

１人分の人件費と、東陽地区及び泉地区一般事

務事業に必要な費用でございまして、東陽地区

一般事務事業１０３３万７０００円は、浄化槽

法定検査手数料１５５基分６０万３０００円、

浄化槽維持管理委託料１５５基分９２７万４０

００円などが主なものでございます。 

 泉地区一般事務事業１９１３万２０００円

は、浄化槽法定検査手数料２６９基分１０５万

２０００円、浄化槽維持管理委託料２６９基分

１７５０万３０００円などが主なものでござい

ます。 

 浄化槽総務費は、前年度と比べまして、２０

７万４０００円の増となっておりますが、これ

は浄化槽の維持管理が東陽地区で１基、泉地区

で４基増えたことが主な要因でございます。 

 目２・浄化槽整備費４８４万円は、右側の説

明欄に記載の東陽地区及び泉地区整備事業に必

要な費用でございます。東陽地区整備事業２４

１万６０００円は、新規浄化槽設置工事２基分

２３７万２０００円が主なものでございます。 

 また、泉地区整備事業２４２万４０００円も

同様に、新規浄化槽設置工事２基分２３７万２

０００円が主なものでございます。 

 款２、項１・公債費、目１・元金が５３２万

３０００円、目２・利子が１２６万１０００円

でございます。 

 なお、地区ごとの内訳は、説明欄に記載のと

おりでございます。 

 １２９ページから１３４ページまでは、給与

費明細書、１３５ページは債務負担行為の支出

予定額等に関する調書でございますが、説明は

省略させていただきます。 

 １３５ページ下段をお願いいたします。地方

債の当該年度末等における現在高の見込みに関

する調書でございます。 

 浄化槽市町村整備推進事業債の前年度末現在

高見込額が８２７５万４０００円、当該年度中

起債見込額が３００万円、当該年度中元金償還

見込額が５３２万３０００円でございますの

で、当年度末現在高見込額は８０４３万１００

０円でございます。 

 浄化槽市町村整備推進事業につきましては、

適切な維持管理による経費のさらなる縮減や使

用料の増収に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 以上で、議案第１０号・令和２年度八代市浄

化槽市町村整備推進事業特別会計予算の説明を

終わります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（大倉裕一君） すみません、少し聞き

漏らした点もあるかもしれないんですけれど

も、繰入金のところで終了するという御説明が

あったかと思うんですけど、もう一度その点を

かみ砕いて御説明いただいてよろしいですか。 

 基金がなくなるということなのかどうか。ど

ういう意味なんでしょうか。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 款６・繰入

金のところの説明で、浄化槽市町村整備推進事

業減債基金繰入金１０４万５０００円は、旧泉

村及び旧東陽村が起債償還のために積立ててお

りました減債基金約１１６３万円で、一般会計

繰入金の減額のため、平成２８年度から取崩し

を行っており、令和２年度で全額の繰入れが終

了いたしますということでよろしいでしょう

か。 

○委員（大倉裕一君） ということは、基金が

ゼロになりましたよということで理解をしたい
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と思うんですけれども、そうなってくると、一

般会計から繰り入れなければならないような状

況になってくるというふうに思うわけですけれ

ども。ですよね。財政の構造上、どこからか基

金から繰り入れていたものを持ってこなけれ

ば、今後いけなくなってくるということになっ

てくると思うんですけど、その辺りはどのよう

にお考えですか。 

○委員長（増田一喜君） どなたが答えます

か。 

○下水道総務課経営係長（園田哲次君） 経営

係の園田です。 

 今、委員の質問の件なんですけれども、おっ

しゃるとおり、基金の残高がゼロになると、令

和２年度になってということになりますので、

当然、このまま仮に予算を来年度も同じ額を計

上する場合は、同額を一般会計からの繰入れで

対応という形になってまいります。 

 ただ、当然、一般会計繰入金につきましては

削減していくというところは意識を持っており

ますので、来年度の予算編成の方針の中でです

ね、説明にもありましたとおり、使用料の増収

ですとか維持管理費の削減など努力を続けまし

て、縮減のほうに努めていきたいというふうに

は考えております。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい、結構です。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第１０号・令和２年度八代市浄化槽市町

村整備推進事業特別会計予算については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第１７号・令和２年度八代市下水道事業

会計予算 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第１７

号・令和２年度八代市下水道事業会計予算を議

題とし、説明を求めます。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 下水道総務

課の奥村でございます。隣が下水道建設課長の

涌田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 着座にて御説明申し上げます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） それでは、

議案第１７号・令和２年度八代市下水道事業会

計予算について御説明いたします。 

 別冊の予算書の１ページをお願いいたしま

す。 

 第１条の総則で、令和２年度八代市下水道事

業会計の予算は次に定めるところ、すなわち第

２条から第１１条に定めるところによるとして

おります。 

 第２条、業務の予定量でございます。令和２

年度末の予定として、処理区域内人口６万３１

３人、処理区域面積を１７５０ヘクタール、水

洗化人口を５万６０３人、年間総処理水量を６

９５万６５５５立米、年間有収水量を５９１万

３０７２立米、また、主要な建設改良事業とい

たしまして管渠施設整備費を１６億６０５４万

２０００円、ポンプ場施設整備費を２億４１３

５万３０００円及び水処理センター施設整備費

を３億７５９３万５０００円としております。 

 おめくりいただきまして、２ページをお願い

いたします。第３条、収益的収入及び支出の予

定額でございます。 
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 まず、収入でございます。第１款・下水道事

業収益で３５億６１１１万２０００円、内訳と

しまして、第１項・営業収益で１５億７４１万

１０００円、第２項・営業外収益で２０億５３

６９万８０００円、第３項・特別利益で３００

０円を計上いたしております。 

 次に、支出でございます。第１款・下水道事

業費用で２９億１９２９万３０００円、内訳と

しまして、第１項・営業費用で２５億７４４９

万３０００円、第２項・営業外費用で３億３８

７９万８０００円、第３項・特別損失で１００

万２０００円、第４項・予備費で５００万円を

計上いたしております。 

 したがいまして、差引き収支は６億４１８１

万９０００円の黒字を見込んでおります。 

 ３ページをお願いいたします。第４条、資本

的収入及び支出の予定額でございます。 

 まず、収入でございます。第１款・資本的収

入で３１億４１１２万９０００円、内訳としま

して第１項・企業債で１７億２３９０万円、第

２項・補助金で１２億３２２万１０００円、第

３項・受益者負担金及び分担金で４１０７万２

０００円、第４項・他会計負担金で１億７２９

３万６０００円を計上いたしております。 

 次に、支出でございます。第１款・資本的支

出で４１億３８５９万１０００円、内訳としま

して、第１項・建設改良費で２２億９７８０万

７０００円、第２項・企業債償還金で１８億３

９７８万４０００円、第３項・予備費で１００

万円を計上いたしております。 

 したがいまして、差引き収支は９億９７４６

万２０００円の財源不足を見込んでおります。 

 なお、４条の括弧書きである資本的収入額が

資本的支出額に対して不足する額９億９７４６

万２０００円は、当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額８４５４万３０００円、当

年度分損益勘定留保資金５億１１０６万円及び

当年度利益剰余金処分額４億１８５万９０００

円で補塡するものとしています。 

 なお、収益的収入及び支出と資本的収入及び

支出の詳細につきましては、後ほど、予算に関

する説明書で御説明いたします。 

 おめくりいただきまして、４ページをお願い

たします。第５条、債務負担行為でございま

す。１件の債務負担行為の設定となりますが、

中央ポンプ場改築工事委託（第４期）の期間は

令和３年度、限度額は２億７２００万円でござ

います。 

 第６条は企業債でございます。施設整備に伴

う建設改良企業債及び資本費平準化債などの準

建設改良企業債を合わせて１７億２３９０万円

を限度額として設定しております。 

 次に、５ページをお願いいたします。第７

条、一時借入金の限度額は２０億円と定めてお

ります。 

 第８条は、予定支出の各項の経費の金額の流

用でございます。これは、予定支出の各項の経

費の金額のうち、項と項の間で流用することが

できる場合は、営業費用と営業外費用との間の

みであることを定めております。 

 第９条は、議会の議決を経なければ流用する

ことのできない経費として、職員給与費２億５

７２万６０００円を定めております。 

 第１０条、他会計からの補助金としまして、

下水道事業会計の経営基盤確立のため、一般会

計からこの会計へ補助を受ける金額、いわゆる

基準外の繰入金は２億９４１７万１０００円を

予定いたしております。 

 第１１条、利益剰余金の処分では、当年度の

純利益見込みのうち４億１８５万９０００円

を、先ほどの第４条括弧書きにあります資本的

収支の不足を補塡するため減債積立金として積

立て、処分することをあらかじめ定めるもので

ございます。 

 おめくりいただきまして、７ページをお願い

いたします。下水道事業会計予算に関する説明
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書でございます。１枚めくっていただきます

と、地方公営企業法施行令第１７条の２に基づ

き、９ページから１３ページまで予算の実施計

画、１４ページに予定キャッシュ・フロー計算

書、１５ページから１９ページまで令和元年度

の予定損益計算書及び予定貸借対照表、２０ペ

ージから２２ページまで令和２年度の予定貸借

対照表を掲載いたしております。 

 それでは、令和２年度予算の詳細につきまし

て御説明いたします。 

 ２３ページをお願いいたします。収益的収入

及び支出でございます。 

 まず、収入でございます。款１・下水道事業

収益、項１・営業収益、目１・下水道使用料で

１２億２１０９万円、目２・雨水処理負担金で

２億８４５９万８０００円、目３・その他営業

収益で１７２万３０００円を予定しておりま

す。 

 下水道使用料が昨年度より４２５９万円の増

となっておりますのは、消費税率改定及び接続

世帯数の増加の影響が主な要因でございます。 

 また、雨水処理負担金は、雨水処理経費に係

る基準内の一般会計繰入金で、その他営業収益

は督促手数料が主なものでございます。 

 おめくりいただきまして、２４ページをお願

いいたします。項２・営業外収益では、目２・

他会計負担金で７億７１６３万９０００円、目

４・長期前受金戻入で１２億４６９２万円がそ

の主なものでございます。 

 なお、他会計負担金は、汚水分の元利償還金

等に係る一般会計からの基準内繰入金でござい

ます。また、長期前受金戻入は、施設整備費を

耐用年数で割って費用化する減価償却と同様、

これまで施設の整備を行った際に受け入れた国

庫補助金などを耐用年数で割って収益化するも

のでございます。 

 次の項３・特別利益の説明は省略させていた

だき、２５ページをお願いいたします。収益的

支出でございます。 

 まず、款１・下水道事業費用、項１・営業費

用、目１・管渠費で５２２５万２０００円を予

定いたしております。 

 管渠費は、管渠の維持管理に要する費用でご

ざいまして、主なものは節区分一番上の修繕費

１８２７万２０００円で、右側の説明欄に記載

のマンホールポンプ等の修繕を、また２つ下の

委託料２３６５万３０００円で、マンホールポ

ンプ清掃等業務委託や下水道台帳作成業務委託

などを予定しております。 

 次に、目２・ポンプ場費９２４８万８０００

円は、市内６カ所にあります雨水及び汚水ポン

プ場の維持管理に要する費用でございます。主

なものは節区分４つ目の修繕費１７８３万６０

００円で、中央ポンプ場敷地立入防止柵設置

や、中央中継ポンプ場自動除塵機ガイドローラ

ー取替え、麦島ポンプ場ナンバー３雨水ポンプ

始動電動機制御器更新など、３つ下の委託料１

１３９万６０００円で、松崎中継ポンプ場自家

発エンジン分解点検委託や、中央・麦島ポンプ

場し渣処分業務委託など、１つ下の工事請負費

３４１０万円で、債務負担行為の２年目に当た

ります麦島ポンプ場外壁補修工事などを予定し

ております。 

 おめくりいただきまして、２６ページをお願

いいたします。目３・水処理センター費３億７

３９０万２０００円は、水処理センターの維持

管理に要する費用でございます。 

 主なものは、右側の説明欄に記載の一般職５

名分の人件費のほか、節区分中ほどの修繕費２

０３６万円で、ナンバー２汚泥脱水機圧搾ロー

ラー取替え修繕や、ナンバー１脱水ケーキ搬出

機修繕、ナンバー２、ナンバー３脱水ケーキ搬

出機ライナー摩耗修繕などを、２つ下の委託料

２億５８６７万９０００円で、水処理設備計装

機器点検（系統）や、施設の運転業務委託、脱

水汚泥処理業務委託などを、３つ下の工事請負
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費６１６万円で、濃縮棟ナンバー２濃縮汚泥移

送ポンプ取替え工事などを予定しております。 

 次に、２７ページの目４・流域下水道管理費

１億４８６２万３０００円は、千丁及び鏡処理

区を含む八代北部流域下水道において、県が設

置している八代北部浄化センターや、幹線管渠

などの維持管理費を構成団体である八代市、宇

城市、氷川町で負担する八代北部流域下水道維

持管理負担金でございます。 

 次に、目５・総係費１億６０７９万円は、使

用料の賦課徴収経費や水洗化促進経費及び事業

運営に要する総括的費用でございます。主な費

用は、一般職１４名分の人件費のほか、節区分

中ほどの備消品費３４７万５０００円では、右

側説明欄にあります検針用ハンディターミナル

購入を、下から６番目委託料１５２４万５００

０円では、右側説明欄にあります下水道使用料

徴収業務委託や水洗化促進業務委託、コンビニ

収納事務委託、検針業務委託を、３つ下の補助

金６００万円で下水道への接続等に対して助成

を行う排水設備工事費助成金を予定しておりま

す。 

 おめくりいただきまして、２８ページをお願

いいたします。目６・減価償却費は１７億３９

０６万８０００円でございます。内訳は有形固

定資産減価償却費で１６億８６００万７０００

円、無形固定資産減価償却費で５３０６万１０

００円でございます。 

 次に、目７・資産減耗費は７３６万９０００

円でございます。節区分に固定資産除却費とし

て計上しておりますが、これは管渠等について

効率的な延命化や改築更新を実施することに伴

い、当該固定資産のうち、減価償却費として費

用化されていない額について、除却費として計

上するものでございます。 

 次に、項２・営業外費用、目１・支払利息及

び企業債取扱諸費で３億３８７９万７０００円

は、企業債及び一時借入金の利息でございま

す。 

 次に、２９ページの項３・特別損失、目２・

過年度損益修正損１００万円は過年度分の下水

道使用料調定減に伴う特別損失でございます。 

 次に、項４・予備費では、前年度と同様、５

００万円を計上いたしております。 

 おめくりいただきまして、３０ページをお願

いいたします。資本的収入及び支出でございま

す。 

 まず、収入でございますが、款１・資本的収

入、項１、目１・企業債で１７億２３９０万円

を予定しております。内訳は、令和２年度の建

設改良に伴う企業債１３億１４７０万円及び資

本費平準化債などの準建設改良企業債４億９２

０万円でございます。昨年度より６９３０万円

増加しておりますのは、建設改良費の増による

ものでございます。 

 次に、３１ページの項２・補助金、目１・国

庫補助金９億９０５万円は、建設改良に伴う国

庫補助金であり、目２・他会計補助金２億９４

１７万１０００円は、汚水処理の元金償還金等

に係る一般会計からの基準外繰入金でございま

す。 

 国庫補助金につきましては、企業債と同様

に、建設改良費の増により増額となっており、

また、他会計補助金につきましては、令和元年

度から下水道使用料改定を行うなど、経営改善

を図ることで徐々に減らしていくこととしてお

り、８３５万円の減となっております。 

 次に、項３・受益者負担金及び分担金、目

１・受益者負担金３１３９万８０００円と、目

２・受益者分担金９６７万４０００円は、下水

道の供用開始に伴う八代処理区、鏡処理区の受

益者負担金及び八代東部処理区、千丁処理区の

受益者分担金でございます。受益者負担金及び

分担金が昨年度より２４９２万９０００円減少

しておりますのは、賦課予定面積の減によるも

のでございます。 
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 おめくりいただきまして、３２ページをお願

いいたします。項４・負担金、目１・他会計負

担金１億７２９３万６０００円は、汚水処理元

金償還金等に係る一般会計からの基準内繰入金

である一般会計負担金が１億６８０９万２００

０円及び汚水管築造工事に伴う水道事業からの

同時施工負担金である水道事業負担金が４８４

万４０００円でございます。 

 次の３３ページからは資本的支出でございま

す。 

 款１・資本的支出、項１・建設改良費、目

１・管渠施設整備費で１６億６０５４万２００

０円を予定しております。 

 これは管渠施設の建設に要する費用で、主な

ものは一般職１２名分の人件費のほか、節区

分、中ほどの委託料１億３９８４万１０００円

では、右側の説明欄に記載の管渠築造工事に伴

う設計業務委託（通常分）で、３処理区合わせ

て１億２６５４万円、また管渠築造工事に伴う

設計業務委託（ストックマネジメント分）で、

八代処理区分として４２９万円、さらに古閑排

水区における浸水被害を軽減するため、田中西

町の北部中央公園の地下に雨水調整池を整備す

ることに伴う、北部中央雨水調整池発注者支援

業務委託で９０１万１０００円を計上しており

ます。 

 ３つ下の工事請負費の１３億６０４９万円に

ついては、管渠築造工事（通常分）で、八代処

理区分として４億１７９９万円、千丁処理区分

として１億４４８３万８０００円、鏡処理区分

として１億７１７０万２０００円、３処理区合

わせて７億３４５３万円を計上しており、八代

処理区では、八千把、松高、宮地地区で約１.

９キロメートル、千丁処理区では、古閑出・西

牟田上地区で約１.１キロメートル、鏡処理区

では、宝出・両出地区で約１.０キロメートル

の合計約４.０キロメートルの整備を予定して

おります。 

 また、管渠築造工事（ストックマネジメント

分）は、八代処理区分で５４９６万円を予定し

ており、整備後の年数が経過している中心部付

近で老朽化が著しいと診断結果が出ている部分

約０.３キロメートルを予定しております。 

 さらに北部中央雨水調整池整備工事としまし

て、５億７１００万円を計上しております。節

区分の下から２つ目、補償補填及び賠償金６５

００万３０００円では、管渠築造工事に伴う地

下埋設物等移設補償費で、３処理区それぞれ予

定しております。 

 なお、公共下水道事業予定箇所につきまして

は、お手元の別紙、建設環境委員会資料を後ほ

ど御参照いただければと思います。 

 おめくりいただきまして、３４ページをお願

いいたします。目２・ポンプ場施設整備費で２

億４１３５万３０００円の主なものは、委託料

２億４１００万円で、中央ポンプ場改築工事委

託や、中央ポンプ場しゅんせつ業務の委託など

を予定しております。 

 次に目３・水処理センター施設整備費で３億

７５９３万５０００円の主なものは、委託料３

億７５００万円で、内訳として、令和元年度よ

り着工しております水処理センター増設工事委

託や新たに水処理センター施設の耐震診断を実

施する再構築基本設計業務委託（耐震実施計

画）を予定しております。 

 次に、目４・流域下水道建設費の１７９２万

１０００円は、八代北部流域下水道建設負担金

であり、八代北部浄化センター改築更新工事な

どの建設費が予定されており、構成団体である

八代市、宇城市、氷川町で負担金を支払うもの

でございます。 

 次に、目５・営業設備費２０５万６０００円

の主なものは、車両及び運搬具購入費１２３万

８０００円で、公用車１台の買換えを予定して

おります。 

 次に、項２、目１・企業債償還金１８億３９
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７８万４０００円は、これまで借り入れた企業

債の償還元金でございます。 

 項３、目１・予備費では、１００万円を計上

いたしております。 

 次に、３５ページから４２ページまでは、給

与費明細書、債務負担行為に関する調書、企業

債に関する調書でございますが、個別の説明は

省略させていただきます。 

 最後に、４３ページと４４ページに注記を記

載しております。これは、地方公営企業法施行

規則第３５条に基づき、重要な会計方針に係る

事項と、予定貸借対照表に関する注記を記載い

たしております。 

 下水道事業につきましては、令和２年度も、

浸水の防除、汚水の排除、トイレの水洗化とい

った生活環境の向上を図り、安全で安心な市民

生活の確保に努めるとともに、持続可能な下水

道実現のため、健全経営に努めてまいります。 

 以上で、議案第１７号・令和２年度八代市下

水道事業会計予算の説明を終わります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（福嶋安徳君） この下水道工事、これ

は八代処理区、千丁処理区、鏡処理区、結構事

業は進められていますけれども、あと大体残り

どのくらいの距離になりますか。 

○下水道建設課長（涌田直美君） まず、八代

処理区のほうからですね。今現在、宮地処理区

のほうを中心に施工してまして、宮地処理区の

ほうにつきましては、あと五、六年ほどで完了

するという見込みをとってます。八代処理区に

つきましては、全体１９１０ヘクタールござい

まして、次に認可を取る予定としましては、植

柳新町のほうを今計画をしてまして、宮地があ

る程度進んだ段階で、植柳新町のほうを進めて

いきたいということで今考えております。 

 千丁処理区につきましては、今、古閑出と西

牟田上のほうを整備しておりまして、大体、西

牟田上のほうは来年度ぐらいまでかかる見込み

でございまして、古閑出のほうは、今、県道を

拡幅工事してますけど、その周辺のほうを随時

整備していくということでですね、古閑出のほ

うはあと二、三年ぐらいはかかるかなと思って

ます。 

 鏡の処理区につきましては、今、文政小学校

の北側のほう、工事を今終わってまして、令和

２年度につきましては、文政小学校の東側のほ

うを工事を予定してまして、今、事業認可区域

につきましては、あと三、四年ぐらいでは、事

業認可区域については完了するのかなと思って

おります。 

 それが終わったら次に拡張して整備をしてい

くような形になります。終了の年度といいます

のは、まだ今のところ不確定要素がありまし

て、答えることができません。 

 以上です。（委員福嶋安徳君「わかりまし

た。この事業はまた予算が伴いますことだいけ

ん、まあひとつよろしくお願いいたします」と

呼ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 確認ですけど、下水道

事業の総額としては、前年度と比較すると、ど

のようになるんでしょうか。 

○下水道総務課経営係長（園田哲次君） 予算

につきましてですけども、まず収益的収支と資

本的収支がございますが、収益的収支のほうで

いきますと、昨年度より１億３０００万程度増

額となっております。資本的収支のほうにつき

ましては、こちらが２億７６００万程度の増額

となっております。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

○委員（大倉裕一君） まあ支出が前年度より
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も上回るということだと思うんですけれども、

そういう中において、特別会計というところか

らしますと、独立採算というところを原則にで

すね、考えていかなければいけないというふう

に認識をしています。 

 そういう中で、一般会計から繰入れをしなが

ら事業を運営されているということですけれど

も、差し引きで２億５０００万円ぐらいの増額

の当初予算という形になったわけですけども、

その辺りについて全体的な、総括論としてはど

のような思いを持っておられるのかということ

をお聞かせいただきたいと思います。 

○下水道建設課長（涌田直美君） 令和２年度

の事業費が増大した理由といたしましては、ま

ずは雨水のほうで、北部中央公園のほうで調整

池をつくっておりまして、令和２年度が完成年

度ということで、土木工事に加えて、機械・電

気工事が追加になるということの事業費の増大

ということと、現在、中央ポンプ場のほうも改

築をやってまして、今度は口径が１５００のポ

ンプのエンジンポンプを改修するということ

で、今度が４期目の改修ということで、事業費

が増大したという部分と、終末処理場のほう

が、機械・電気、水処理施設の４池目の機械・

電気が水量に伴って必要になったということで

の事業費が増大したということで、令和２年度

のほうは事業費が増大したということになりま

す。 

 以上です。 

○委員長（増田一喜君） いいですか。 

○委員（大倉裕一君） 事業、何て言うんです

かね、天候、自然現象ですね、例えば集中豪

雨、ゲリラ豪雨というような話で、今までに想

定しなかったようなところがあって、救急にし

なければならないというようなところも理解は

したいというふうに思います。それに備えた対

策をとっていかれているというようなところも

理解をいたしますけれども、やはり事業の平準

化というところもですね、一部には必要かなと

いうふうに思いますので、その点、十分考慮し

ていただいて、一般会計から、今、繰入れは一

応基準内ということではお聞きはしております

けれども、その辺りの影響も余り出ないような

運営をしっかりですね、行っていただくように

お願いをしておきたいというふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。ほかに質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 以上で質疑を終了し

ます。意見がありましたらお願いいたします。 

 ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 それでは、これより採決いたします。 

 議案第１７号・令和２年度八代市下水道事業

会計予算については、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかえのため小会します。 

（午後２時４８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４９分 本会） 

◎議案第２０号・市道路線の廃止について 

◎議案第２１号・市道路線の認定について 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、事件議案の審査に入ります。議案第２

０号・市道路線の廃止について及び議案第２１

号・市道路線の認定については、関連がありま

すので、本２件を一括議題とし、採決について

は個々に行いたいと思います。 

 それでは、本２件について一括して説明を求

めます。 

○土木課長（小原聖児君） 土木課長の小原

と、隣が吉井管理係長でございます。よろしく
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お願いいたします。 

 それでは、議案第２０号・市道路線の廃止に

ついて、議案第２１号・市道路線の認定につい

て、着座にて説明をさせていただいてよろしい

でしょうか。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○土木課長（小原聖児君） ありがとうござい

ます。 

 それでは、議案書と右肩に建設環境委員会資

料として説明用に作成しました資料に基づき、

御説明をさせていただきます。 

 まず資料のほうから、表紙をめくっていただ

きますと、位置図としております。今回の市道

の廃止・認定につきましては、ともに八千把地

区土地区画整理事業に伴う案件でございます。 

 黒色の太線で囲んでおりますのが八千把地区

土地区画整理事業の区域で、区域中央の南北の

道路が、県道八代鏡線、通称北部幹線でござい

ます。その西側の区域の整備が完了しましたこ

とから、今回、市道としての整備を行うもので

ございます。 

 それでは、議案書の１５ページをお願いいた

します。 

 市道路線の廃止につきましては、道路法第１

０条第３項の規定により、議会の議決を経る必

要があります。今回は、古閑中町古閑下町２号

線の１路線でございます。 

 次に、議案書１７ページをお願いいたしま

す。市道路線の認定につきましては、表の記載

のとおり２１路線で、道路法第８条第２項の規

定により、議会の議決を経る必要があるとの定

めからの提案でございます。 

 内容につきましては、資料のほうで御説明を

させていただきます。 

 資料の２ページをお願いいたします。廃止路

線を青色、認定路線を赤色で、また、路線表記

の中で丸印を起点、矢印を終点としておりま

す。 

 今回、市道路線を廃止します古閑中町古閑下

町２号線は、八千把地区土地区画整理事業の区

域内を横断しております。道路の路線区域に変

更が生じますことから、一旦、市道路線を廃止

し、古閑中町２０号線と古閑下町２号線の２路

線とし、新たに市道路線の認定を行うものでご

ざいます。 

 次に、資料の３ページをお願いいたします。 

 区画整理事業により整備された区画道路を古

閑中町区画１号線から１９号線として、新たに

市道路線として認定を行うものでございます。 

 なお、起点終点の地番につきましては、議案

書にて御確認いただければと思っております。 

 以上で、議案第２０号・市道路線の廃止につ

いて、議案第２１号・市道路線の認定について

の説明を終わります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） 以上の部分について

一括して質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 質疑ないようでござ

います。 

 以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 まず、議案第２０号・市道路線の廃止につい

ては可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 次に、議案第２１号・市道路線の認定につい

ては可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は可決されました。 

 それでは、しばらく休憩いたします。 
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 １５時１０分から再開いたします。 

（午後２時５５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時１５分 本会） 

◎議案第２８号・八代市廃棄物の減量及び適正

処理に関する条例の一部改正について 

○委員長（増田一喜君） 休憩前に引き続き、

建設環境委員会を再開いたします。 

 次に、条例議案の審査に入ります。 

 議案第２８号・八代市廃棄物の減量及び適正

処理に関する条例の一部改正についてを議題と

し、説明を求めます。 

○理事兼環境センター管理課長（山口敏朗

君） こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者

あり）環境センター管理課山口でございます。

よろしくお願いいたします。（｢よろしくお願

いします」と呼ぶ者あり） 

 それでは、議案第２８号・八代市廃棄物の減

量及び適正処理に関する条例の一部改正につい

て御説明いたします。 

 座って説明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○理事兼環境センター管理課長（山口敏朗

君） それでは、議案書の３５ページをお願い

いたします。提案理由は、特別職の任用の厳格

化に伴い、非常勤特別職として任用している市

政協力員を行政事務を受託する者とするに当た

り、条例の改正が必要であるためでございま

す。 

 次のページ、３６ページに改正案が示されて

おりますが、改正内容につきましては、別途配

付しております新旧対照表を用いて御説明いた

します。 

 こちらの資料のほうを御覧いただきたいと思

います。資料の１ページ目を御覧ください。新

旧対照表になります。右側の欄が現行の条例、

左側が改正案になります。 

 赤い色のアンダーラインの部分、第１１条第

１項・集積所の設置・変更又は廃止に関して規

定している条文中の嘱託員及び区長を（八代市

行政事務委託要綱（令和２年八代市告示第空白

号、――この告示番号は、議決後、告示される

際に決まります。）第３条第１項に規定する市

政協力員をいう）、自治会長、町内会長、区長

等に改正を行うものです。 

 以上で八代市廃棄物の減量及び適正処理に関

する条例の一部改正についての説明を終わりま

す。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の分

について質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（福嶋安徳君） この事業、お互い地域

の集積所で、今の市政協力員さんがまとめてい

ろいろ分別される、その事業をこの市政協力員

さんがどういうふうな状況にされるということ

になりますか。 

○理事兼環境センター管理課長（山口敏朗

君） 今、集積所の管理につきましては、市政

協力員または町内長、区長それぞれ名称がいろ

いろと地域で違いますけれども、それぞれの地

域で決めていただいて、市のほうに申請をされ

て、市のほうが収集に行くという手法を採らせ

ていただいております。 

 管理につきましても、そこを利用される方、

町内会の方が利用、管理をしていただいて、清

掃等についてもそのような状況でございます。 

 今回の条例の改正につきましては、別途決め

られます行政事務委託要綱、こちらのほうでそ

れぞれの名称が変わりますことから、こちらを

併せて、条例の中の文言を合わせる必要がある

ということで、改正案はつくられます。 

○委員（福嶋安徳君） 今までの内容で、どこ

が変わるという状況になるんですか。 

○理事兼環境センター管理課長（山口敏朗

君） 特に市政協力員が、非常勤特別職から、

行政事務を受託する者ということに変わること
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でですね、そのことに文言等を合わせるという

だけのところでございます。特に今までの状況

と管理については、変わるような状況ではござ

いません。（委員福嶋安徳君「ほとんど変わら

ないということですね。分かりました」と呼

ぶ） 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

 ないですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 以上で質疑を終了し

ます。意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第２８号・八代市廃棄物の減量及び適正

処理に関する条例の一部改正については、原案

のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第２９号・八代市環境センター条例の一

部改正について 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第２９

号・八代市環境センター条例の一部改正につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○理事兼環境センター管理課長（山口敏朗

君） それでは引き続き、議案第２９号・八代

市環境センター条例の一部改正について御説明

させていただきます。 

 座って説明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○理事兼環境センター管理課長（山口敏朗

君） 議案書の３７ページを御覧ください。 

 提案理由といたしましては、緑地広場の利用

時間を定めるに当たり、条例の改正が必要であ

るためでございます。若干経緯を御説明させて

いただきます。 

 本条例は、環境センターを設置するに当た

り、当該施設に係る設置及び管理に関する条例

を制定する必要があるとして、施行期日を環境

センターが稼働を開始する前の平成３０年７月

１日と制定しております。 

 制定の時点では、まだ緑地広場は完成してお

らず、利用時間に関して定めておりませんでし

た。昨年の令和元年７月から暫定的に、午前８

時から午後８時までを開放時間として市民の皆

様に御利用いただいてきましたが、この時間帯

で問題がないと判断いたしましたので、今回、

条例に規定するものとしたものです。 

 改正案につきましては、議案書の３８ページ

に示されておりますが、改正内容につきまして

は、やはり別途配付しております新旧対照表を

用いて御説明させていただきます。 

 お配りしております資料の２ページ目を御覧

ください。環境センター条例の一部改正の新旧

対照表になります。先ほどと同じように、右側

の欄が現行の条例、左側が改正案になります。

赤色のアンダーラインの部分が改正をする条文

になります。 

 まず、条文の本文中にあります目次の部分に

なります。緑地広場の利用時間を定めるに当た

り、第２１条に新しい条文が入ることから、そ

れぞれの条項以降が繰り下がり、雑則が第２４

条になるということを示しております。 

 続きまして、本文中の第６条につきまして

は、条例の制定時には搬入時間等としておりま

したが、等に該当する事項がないということか

ら、今回の緑地広場の利用時間を定めるに当た

り、併せて条文中から等を削除するものでござ

います。 

 第９条の利用時間等につきましても、第６条

と同じ理由で条文中から等の文字を削除するも

のです。 

 続きまして、第２１条が今回新しく加える緑
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地広場の利用時間を定める条文となります。先

ほども御説明しましたように、第２１条以降の

条文が繰り下がることになります。 

 続きまして、資料の３ページ目を御覧くださ

い。こちらのほうには、八代市環境センターの

各施設の利用時間をまとめております。環境セ

ンターのごみの搬入時間、それから管理棟の利

用時間と休館日、それから緑地広場の利用時

間、こちらを定めております。詳細の読み上げ

は割愛させていただきますことを御了承くださ

い。 

 以上で、八代市環境センター条例の一部改正

についての説明を終わります。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは以上の部分

について質疑を行います。質疑ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 以上で質疑を終了します。意見がありました

らお願いいたします。 

○委員（大倉裕一君） この条例については異

論を申すものではございません。ただ、一般廃

棄物収集運搬処理実施計画というものを行政が

定めることになっておりますけども、こちらの

ほうにきちんとですね、掲示をしていただいて

──掲載していただいて、市民の周知を図られ

ることをお願いしておきたいと思います。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第２９号・八代市環境センター条例の一

部改正については、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入れかえのため小会します。 

（午後３時２５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時２７分 本会） 

◎議案第３０号・八代市営住宅設置管理条例等

の一部改正について 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、議案第３０号・八代市営住宅設置管理

条例等の一部改正についてを議題とし、説明を

求めます。 

○理事兼建築住宅課長（下村孝志君） こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建築住

宅課の下村と申します。隣は同じ課の住宅係長

の西田でございます。どうぞよろしくお願いし

ます。（｢お願いします」と呼ぶ者あり） 

 それでは、着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（増田一喜君） どうぞ。 

○理事兼建築住宅課長（下村孝志君） 議案書

は３９ページでございます。議案第３０号・八

代市営住宅設置管理条例等の一部改正について

でございます。 

 提案理由といたしまして、民法の一部改正を

踏まえ、債権に関係する条文の規定の見直し、

並びに駐車場として整備している市営住宅の駐

車場の管理及び使用料についての規定を整備す

るに当たり、条例の改正が必要となることか

ら、今回提案します。 

 それでは、４０ページをお願いいたします。

八代市営住宅設置管理条例等の一部を改正する

条例でございます。 

 まず、八代市営住宅設置管理条例の一部を次

のように改正いたしますが、以前にお配りして

おります別添資料を御覧いただけますでしょう

か。 

 １ページ目にあります令和２年４月施行民法

改正に伴う住宅の賃貸借契約に関連する主な改

正事項等と書いております資料でございます。 
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 今回の民法改正のポイントを３つ上げており

ます。その隣にですね、本市の対応について記

載しました。このうち、民法改正に伴います条

例改正となりますのは、２番目の新設された敷

金に関してという部分と、３番目の賃借人によ

る修繕に関しての部分でございます。 

 まず、２番目の敷金に関する改正につきまし

ては、今まで家賃などの滞納があった場合です

ね、入居者本人の同意を得た上で敷金からその

弁済に充てておりましたけれども、今回の改正

により、家賃等の滞納がある場合は、入居者本

人の同意を得ることなく、その債務の弁済に充

てることができるとなったことを条例第１７条

第３項に追加したものでございます。 

 次に、３番目の賃借人による修繕等に関する

改正に伴いまして、条例第１８条に、入居者に

責任がある修繕の場合は、本市が行う必要がな

いと追記いたします。これによって、入居者と

本市の修繕に係るそれぞれの負担を、これは契

約する際にですね、より具体的に示した上で取

り交わすということとなります。 

 それと、資料にはございませんけれども、第

３３条第３項にですね、これは不正な行為によ

って入居した者に対する損害賠償請求額の算定

利率、これを年５分の割合を法定利率というふ

うに改めます。 

 なお、今回の民法改正では、連帯保証人の保

護の観点から、資料の１番目ですね、個人根保

証契約の保証人の責任等の改正によりまして、

連帯保証人の極度額を設定することにしまし

て、それを契約書のほうに定めることになりま

す。 

 以上が、令和２年４月施行の民法改正に伴う

条例の一部改正分ということになります。 

 議案書に戻っていただきまして、４０ページ

の下のほうから５行目ですけれども、第３章の

駐車場の管理について、同第４７条からです

ね、４３ページの第６０条までの駐車場の管理

の条文を追加いたしております。 

 これまで、駐車場の管理につきましては、八

代市営住宅駐車場管理要領によって運用を行っ

てきたところですけれども、市の定期監査のほ

うに、駐車場の管理を条例に定めるべきという

御指摘があったことで、この規定を新たに盛り

込むことにいたしました。 

 議案書の４３ページの中ほどの別表を御覧い

ただきたいと思います。対象となります団地

は、西片町団地、植柳上町第一団地、海士江町

団地、郷開団地の４団地を対象としておりま

す。 

 続きまして、八代市特定公共賃貸住宅条例の

一部を改正する条例でございます。議案書のほ

うは４３ページの別表の下でございます。 

 特定公共賃貸住宅とは、中堅所得者層を対象

とした賃貸住宅でございます。先ほどの市営住

宅設置管理条例の一部改正に伴い、準用規定な

どを改正するものでございます。 

 ４４ページをお開きください。上から９行目

になります。第１２条に駐車場の使用料につい

ての規定を加え、別表には対象となる公営住宅

楠団地を記載しております。 

 続きまして、八代市小集落改良住宅管理条例

の一部を改正する条例でございます。４４ペー

ジの別表の下からになります。小集落改良住宅

とは、小集落地区等改良事業制度要綱に基づい

て建設された改良住宅でございます。今回、民

法改正に伴う一部条文の改めや、市営住宅設置

管理条例の一部改正に伴う準用規定などを改正

するものでございます。 

 続きまして、４４ページ下から５行目です。

八代市従前居住者用住宅条例の一部を改正する

条例でございます。従前居住者用住宅とは、球

磨川駅地区土地区画整理事業に基づいて建設さ

れた従前居住者用住宅でございます。先ほどの

市営住宅設置管理条例の一部改正に伴い、準用

規定などを改正するものです。 
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 ４５ページをお願いいたします。第８条に駐

車場の使用料についての規定を加え、別表には

対象となる新町団地を記載しております。 

 以上で、条例の一部改正についての説明を終

わらせていただきます。 

 御審議のほどよろしくお願いします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（大倉裕一君） すみません、駐車場の

使用料を今度定められたんだというふうにも捉

えるんですけど、１０００円と５００円という

ふうにありますけれども、どういった基準でこ

の１０００円と５００円というのを定められた

のか、その経緯についてお聞かせいただけます

か。 

○理事兼建築住宅課長（下村孝志君） 駐車料

金に関しましては、今現在、使用している金額

をそのまま使っておりますけれども、市町村合

併におけます駐車場使用料の金額を踏襲してお

りまして、現在も引き続き、それを設定してい

るところでございます。 

○委員長（増田一喜君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい、大丈夫です。 

○委員長（増田一喜君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 以上で質疑を終了します。意見がありました

らお願いいたします。 

 意見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第３０号・八代市営住宅設置管理条例等

の一部改正については、原案のとおり決するに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３１号・八代市手数料条例の一部改正

について 

 次に、議案第３１号・八代市手数料条例の一

部改正についてを議題とし、説明を求めます。 

○理事兼建築指導課長（宮端晋也君） こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）建築指

導課宮端でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、議案第３１号・八代市手数料条例

の一部改正について説明をさせていただきま

す。 

 着座にて説明をさせていただいてよろしいで

しょうか。 

 それでは、議案書は４７ページからでござい

ます。また、事前に資料を配付させていただい

ております。表紙つきのものと、それから本日

一枚物の追加資料を配付させていただいており

ます。 

 事前に配付しております資料の１ページを御

覧ください。 

 まず、改正理由でございますが、令和元年１

１月１６日に、改正建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律が施行されたことに伴い

まして、新たに手数料を規定する必要がありま

すことから、所要の改正を行うものでございま

す。 

 改正内容でございますが、法改正により新設

された制度に対応するため、資料の中段にござ

います（１）のアの建築物エネルギー消費性能

向上計画の認定通知書が添付された場合の、建

築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料

と、イのモデル住宅法等により評価されている

建築物に係る建築物エネルギー消費性能基準に

関する適合認定申請手数料をそれぞれ新たに手

数料の対象に加えるものです。 
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 そのほか、（２）のア、イの内容について所

要の文言の整理を行うものでございます。 

 （１）のアとイに似たような手続の名前があ

りますが、建築物エネルギー消費性能というと

ころまでは同じで、これに続きますのが、アの

前段で向上計画の認定、アの後段で適合性判

定、イの後段で基準に関する適合認定の３つが

ございます。すなわち、アにつきましては、向

上計画の認定通知書が添付された場合の適合性

判定手数料を定めるものというふうになりま

す。 

 この３つの手続について御説明いたします。 

 まずアの後段の適合性判定についてですが、

住宅以外の用途、例えば事務所ビルなどで、延

床面積２０００平方メートル以上のものを建築

する場合は、法で定める省エネ基準に適合して

いることが義務づけられておりまして、手続と

しましては、建築確認時に適合性判定を受け、

省エネ基準に適合しているとの判定を受けるこ

とが必要となります。 

 次に、アの前段の向上計画の認定について説

明いたします。向上計画の認定というのは、法

改正前からあった認定手続ではありますが、エ

ネルギー消費性能の向上の一層の促進のために

誘導すべき基準に適合していることを認定する

ものでありまして、本日配付しました追加資料

の上段右側にありますような省エネ設備を導入

するなど、高い基準に適合しているということ

の認定を受けることができるというものです。 

 高い基準に適合させ、このような設備を設け

る場合は、余計にスペースが必要となります

が、この認定を受けますと、そのような設備を

設ける部分は、容積率の算定から除外してもよ

いということになっております。 

 また、今回の法改正で、この向上計画の認定

を受ける際に、単独の建築物だけでなく、複数

の建築物を賄える省エネ設備を導入するという

内容でも認定の対象となったということに法改

正されておりまして、昨年９月議会で複数の建

築物による認定申請の場合の手数料を規定させ

ていただいたところです。 

 この追加資料では、Ａ棟、Ｂ棟、Ｃ棟と３つ

の建物の例を記載してありますが、３棟を新築

しますというときに、省エネ設備は３棟を賄う

ものをＡ棟に設け、全体で向上計画の認定を受

けるという事例です。 

 建築確認は、個別の建築物ごとに申請が必要

となり、その際に適合性判定も個別に必要とな

りますが、Ａ棟につきましては、向上計画の認

定を受けた場合には、適合性判定を受けたもの

とみなすという規定があります。 

 しかしながらほかの建築物であるＢ棟、Ｃ棟

は、別途、個別に適合性判定を受けなければな

らないとの国の見解が昨年１１月に示されまし

た。 

 Ｂ棟、Ｃ棟ともに、向上計画の認定の審査に

おいて実質的に適合性判定に係る技術的な審査

を完了していることから、向上計画認定通知書

を活用することで、通常の手数料額と比較し、

減額された手数料額を定めるものです。 

 次に、（１）のイ後段の基準に関する適合認

定ですが、これも手続自体は法改正前からあり

ましたが、認定を受けるかどうかは任意で、認

定の基準は適合性判定と同様の法で定める省エ

ネ基準です。この基準に関する適合認定を受け

ますと、省エネ性能にすぐれた建築物ですとい

う表示をすることが可能となり、広告ですとか

契約書類に表示ができるというものです。 

 この認定を受ける際の評価方法に、モデル住

宅法、フロア入力法という計算方法が加えられ

ましたので、手数料の区分を設けたところで

す。 

 なお、県内の特定行政庁であります熊本県、

熊本市、天草市におきましても、同様に改正を

行う予定となっております。施行日は公布の日

から施行するとしております。 
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 以上で、説明を終わります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようでございま

す。 

 以上で質疑を終了します。意見がありました

らお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 これより採決いたします。 

 議案第３１号・八代市手数料条例の一部改正

については、原案のとおり決するに賛成の方の

挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

                              

◎議案第３２号・八代都市計画事業大村橋周辺

土地区画整理事業施行条例の廃止について 

○委員長（増田一喜君） 次に、議案第３２

号・八代都市計画事業大村橋周辺土地区画整理

事業施行条例の廃止についてを議題とし、説明

を求めます。 

○都市整備課長（一美晋策君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）都市

整備課一美と申します。隣が課長補佐の正山で

す。 

 着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○都市整備課長（一美晋策君） 失礼します。 

 議案第３２号・八代都市計画事業大村橋周辺

土地区画整理事業施行条例の廃止についてを説

明させていただきます。 

 議案書の５３ページと５４ページ並びに事前

にお配りしております、右肩、建設環境委員会

資料、議案第３２号としておりますこちらの資

料をもとに説明させていただきたいと思いま

す。 

 本件は、大村橋周辺土地区画整理事業が、平

成１６年２月から事業が始まりまして、本事業

に伴う工事、登記事務、精算機徴収が終了し、

事業が完了したことから、本事業の施行条例が

必要でなくなったため、廃止するものでござい

ます。 

 資料の４ページを御覧になってください。こ

ちらの写真になります。 

 上段にあります写真のように、八代鏡宇土

線、通称東幹線の大村橋南側周辺にあります変

則五差路につきまして、交差点改良に伴いまし

てですね、赤色の線内の箇所０.９ヘクタール

を交差点改良とともに土地区画整理事業を実施

しております。平成１６年度から平成２４年度

まで、０.９ヘクタールを事業費８億３９００

万で整備をさせていただいております。 

 このことについては、事業は終了しておりま

すが、施行条例はそのままにしておりまして、

昨年１１月の定期監査で、事業は完了してお

り、条例廃止の手続を行うよう指摘があったこ

とから、条例の廃止について本委員会にお諮り

するものでございます。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 質疑ないようでござ

います。以上で質疑を終了します。意見があり

ましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようでございま

す。 

 これより採決いたします。 

 議案第３２号・八代都計画事業大村橋周辺土
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地区画整理事業施行条例の廃止については、原

案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。 

 小会いたします。 

（午後３時５２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時５３分 本会） 

◎令和元年陳情第５号・八代市中心市街地活性

化に伴う八代市袋町町内旧河川堤防「とも」一

部撤去について 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、請願・陳情の審査に入ります。本委員

会に付託となっておりますのは、継続審査の陳

情１件です。 

 それでは、令和元年陳情第５号・八代市中心

市街地活性化に伴う八代市袋町町内旧河川堤防

「とも」一部撤去についてを議題とします。 

 要旨は文書表のとおりです。本件について御

意見等はありませんか。 

○委員（北園武広君） この件に関してですけ

れども、２月の上旬に現地の管内視察を行った

際にですね、陳情者並びに関係者の方々から伺

った内容に関しまして、執行部より説明をお願

いしたいなと思いますけれども。 

○委員長（増田一喜君） ただいま北園委員か

ら執行部の説明を聴取したいとの御意見が出さ

れました。本件について執行部から説明を求め

ることに御異議はありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） それでは、そのよう

にいたします。 

 小会いたします。 

（午後３時５４分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時５５分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 八代市中心市街地活性化に伴う八代市袋町町

内旧河川堤防「とも」一部撤去についての陳情

が出ておりまして、先月現地調査及びに関係者

から少し意見聴取をいたしましたところ、意見

が出ておりました。 

 それで本日は、それを含めまして、この件に

ついて御説明を求めたいと思います。 

○土木課長（小原聖児君） 土木課長の小原で

ございます。隣が村上課長補佐でございます。 

 それでは、ただいまお手元の方にお配りさせ

ていただきました資料に基づき説明をさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（増田一喜君） どうぞ座って説明し

てください。 

○土木課長（小原聖児君） ありがとうござい

ます。 

 まず表紙をめくっていただき、１ページをお

願いいたします。まず検討事項として、都市計

画道路、区画整備事業、道路事業と区分し、本

陳情箇所である袋町町内の「とも」に特化した

内容で表に整理をいたしたものでございます。 

 上段の表を御覧ください。これまでの取組と

して、本陳情箇所は、都市計画道路では、平成

２年度にレインボープロムナード線として、都

市計画決定された路線の一部の区間でございま

すが、平成２０年度の都市計画道路の見直しに

より、都市計画道路から廃止されております。 

 その廃止理由としましては、人口の増加が見

込めないことによる必要性の低下、旧八代城の

石垣が埋設されておりますことから、文化財調

査が必要、その保存や活用に向けての事業の困

難性などからでございます。 

 次に土地区画整理事業では、平成６年度に着

手し、平成２０年度に完了しました現在のハー

モニーホールを中心とした球磨川駅土地区画整

理事業が実施されておりますが、本陳情地区は

含まれておりませんでした。 
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 次に、道路事業では、中心市街地においての

狭隘道路や、コミュニティ道路などの歩車共存

道路整備や、近年では八代市重点戦略や八代お

もてなしプランに基づき、中心市街地へのアク

セス道路整備等を実施してきておりますが、本

陳情地区についての事業計画はございませんで

した。 

 次に、下段の表は、道路整備を目的として、

本陳情の堤防「とも」の一部撤去を実施する事

業の実現性の検討を行い、その結果を整理した

ものでございます。表中段の補助事業につきま

しては、今後、事業化の経過が進められた場合

の現制度上における補助事業、補助内容として

おり、その下段に今後の実現性、その理由とい

たしております。 

 まず、都市計画道路としては、現時点では人

口の増加が見込めない、事業の困難性、事業規

模等により、再度、都市計画決定を行う理由が

見当たらないということから、現在実現性はな

いといたしております。 

 次に、土地区画整理事業としては、本陳情地

区では、事業規模が小さく、ビル・家屋等が連

坦しており、道路・公園・事業資金に充てる土

地の捻出ができず、土地区画整理事業での事業

実施は困難でありますことから、現在、実現性

はないといたしております。 

 次に、道路事業としては、本陳情内容での道

路整備はどうしても坂路区間が生じることか

ら、道路機能としての効果が薄く、現状では単

独事業とならざるを得ない。また事業費が４.

５億円程度となり、このうちのほとんどが用地

補償費となることから、道路整備事業としては

難しく、また市民の理解が得られにくいとのこ

とで、現在実現性はないと判断をしておりま

す。 

 次に、２ページをお開きください。次に、八

代市中心市街地活性化の視点から、先ほどの道

路整備と同様に、検討内容結果について表に整

理したものでございます。 

 上段の表を御覧ください。これまでの取組と

して、平成１７年度から平成２１年度まで、八

代中央区において、新幹線の開業効果を活用し

た中心市街地や観光地等でのにぎわい・活力の

再生を図るため、都市再生整備計画や八代市中

心市街地活性化基本計画に基づき、まちづくり

交付金事業により取り組んできましたが、本陳

情地区は事業計画にはございませんでしたし、

この八代市中心市街地活性化基本計画による道

路整備事業は、平成２１年度までで完了してお

ります。 

 現在では、八代市中心市街地活性化として、

八代市重点戦略の新庁舎を核とした中心市街地

まちづくり方針に基づき、新庁舎や伝承館建設

に取り組んでいるところでございます。 

 次に、下段の表では、道路整備事業と同様

に、今後の実現性、可能性の検討を行っており

ます。表の２項目で、策定に要する計画名とし

て、都市再生整備計画（立地適正化計画の策定

が必須）としております。 

 これは、平成２１年度までに実施したまちづ

くり交付金事業が、平成２２年度に社会資本整

備総合交付金事業の一つに移行・統合され、さ

らに令和２年度からは個別支援制度化し、立地

適正化計画の策定が必須となる制度再編がなさ

れることとなっておりますことからでございま

す。 

 現在の八代市では、新庁舎を核とした中心市

街地まちづくり方針に基づき、先ほども述べま

したが、新庁舎や伝承館の建設、また、民間的

にも熊本総合病院、現在建設中であります桜十

字リハビリテーション病院など、いわゆる集積

が進められていることから、現時点では、都市

再生整備計画として、改めて立地適正化計画を

策定するまでの取組の必要性がないとのことで

今後の実現性はないとしております。 

 なお、都市再生整備計画とは、地域の歴史・
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文化・自然環境等の特性を生かした個性あふれ

るまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効

率的に推進することにより、地域住民の生活の

質の向上と地域経済・社会の活性化を図るこ

と。また、立地適正化計画とは、居住機能や医

療・福祉・商業・公共交通等のさまざまな都市

機能の誘導により、都市全域を見渡したマスタ

ープランとして位置づけられる市町村マスター

プランの高度化版となっております。 

 最後に、３ページに本陳情内容に基づき、

「とも」の一部撤去をした場合の概略平面図、

概算事業費を載せておりますので、御確認いた

だければと思います。 

 以上で、説明を終わります。 

○委員長（増田一喜君） 細かく検討していた

だきました。御苦労さまでございました。 

 ただいまの説明をお聞きになって、何か質

疑、あるいは御意見等はありませんでしょう

か。 

○委員（髙山正夫君） 今、執行部のほうの検

討の説明をいただきました。その中でですね、

都市計画道路、土地区画整理事業、また道路事

業として検討されておりますが、都市計画と土

地区画整理事業についてはレインボー計画とし

て平成２０年度には完了されている。 

 また、都市計画道路事業にあってはですね、

先ほど説明ございましたが、今後の人口増加が

見込めない、まあ必要性の低下もあるんでしょ

うけども、まあそういったところで、既に２０

年度に完了したと伺ったと思います。 

 そうなればですね、当然、国庫補助も認めな

いということで、市の全額負担ということにな

ります。まして、都市区画整理事業について

は、そもそも陳情された地区は含まれていない

ということもあります。 

 また、この陳情どおりにですね、「とも」を

一部撤去したとしても、道路と区画の改良・改

修も必要になってくるだろうしですね、景観上

も配慮しなければならないということで、相当

な市の負担が見込まれます。 

 ただですね、ちょっと気になるのがですね、

前回、現地視察の後、陳情者の方々から、御意

見の中でですね、防災上の観点からもという発

言がございました。執行部のほうでは、この件

については検討されているでしょうか。 

○土木課長（小原聖児君） 今、委員がおっし

ゃられましたように、地元の意見として意見交

換会の場で「とも」の撤去に伴って発生します

平坦地、その部分について、一次避難所という

ような取扱い、そういった利用の件につきまし

ての意見がございました。 

 所管課関係課であります危機管理課のほうに

もその辺りの情報提供をいたしております。本

日は、誠に申し訳ありませんけど、この場では

回答を述べさせていただくまでの準備はできて

おりませんので、御了承いただければと思いま

す。 

○委員長（増田一喜君） ほかに御意見、質問

はありませんか。 

○委員（庄野末藏君） 今まで、執行部が説明

された中でですね、これからもなかなか進行さ

せるには無理じゃなかろうかという意見を聞い

たし、このまま、請願のあれもですね、これま

でと同様、継続したらどうだろうかと。 

○委員長（増田一喜君） ただいま継続の御意

見がありました。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 小会いたします。 

（午後４時０８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時０９分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 ただいま継続の御意見が出ました。ほかに御

意見がないようでございます。 

 これよりこの件について採決をいたします。 
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 採決は挙手により行いますが、挙手しない者

は反対とみなします。 

 令和元年陳情第５号・八代市中心市街地活性

化に伴う八代市袋町町内旧河川堤防「とも」一

部撤去については、継続審査とするに賛成の方

の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（増田一喜君） 挙手全員と認め、本

件は継続審査とすることに決しました。 

 申し訳ないけども、執行部のほうは、先ほど

髙山委員がお尋ねになった部分について、また

次回答えられるように準備しといていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。委員会報告書及び委員長

報告の作成については、委員長に御一任願いた

いと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 小会します。 

（午後４時１１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時１２分 本会） 

◎所管事務調査 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

・生活環境に関する諸問題の調査 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、当委員会の所管事務調査２件を一括議

題とし、調査を進めます。 

 当委員会の所管事務調査は、都市計画・建設

工事に関する諸問題の調査、生活環境に関する

諸問題の調査、以上の２件です。 

 このうち、都市計画・建設工事に関する諸問

題の調査に関連して、２件、執行部から発言の

申し出があっておりますので、これを許しま

す。 

                              

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

（市道腰越～平線について） 

 それでは、まず市道腰越～平線についてをお

願いします。 

○理事兼建設政策課長（西 竜一君） 皆さ

ん、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）建設政策課の西でございます。よろしくお

願いします。 

 私から、所管事務調査市道腰越～平線につい

て説明させていただきます。 

 恐れ入りますが、着座にて説明させていただ

いてよろしいでしょうか。 

○委員長（増田一喜君） はい、どうぞ。 

○理事兼建設政策課長（西 竜一君） それで

は説明をさせていただきます。 

 １２月定例会におきまして、建設環境委員会

の所管事務調査でも報告させていただきました

が、昨年、梅雨前線豪雨によりまして、大規模

な斜面崩壊が発生し、大量の土砂により通行が

できなくなっております泉町の市道腰越～平線

の現在の状況について説明させていただきま

す。 

 それでは、お配りしております、表紙に建設

環境委員会資料所管事務調査市道腰越～平線に

ついてと書いてあります資料をお願いしたいと

思います。この資料により説明させていただき

ます。 

 表紙をめくっていただきますと、位置図をつ

けておりますが、被災箇所は泉町の五家荘の葉

木地区でございます。 

 次のページをお願いいたします。被災箇所の

見取図や被災状況の写真、迂回路の整備状況の

写真などを掲載しております。 

 上段記載の経緯につきましては、１２月定例

会で説明いたしました部分については説明を省

略させていただきますが、経緯の最後に記載し

ておりますとおり、本年１月７日に国庫補助に



 

－55－

よる災害復旧を行うための国の査定官による災

害査定が実施されまして、その結果、被災箇所

ばかりでなく、仮設の迂回路の整備費用の一部

も補助対象としての認定を受けております。 

 次に、地質調査についてと記載しております

が、現在、被災箇所におきましては、地盤の変

異を確認するための地盤伸縮計や歪計、地下水

の状況を把握するための水位計を設置し、観測

を行っているところでございます。しかしなが

ら、１２月の定例会で報告しましたときと同様

に、これまでのところ大きな変動は観測してお

りません。引き続き、継続的な観測を実施して

まいりたいと考えております。 

 なお、この観測につきましては、地盤の状況

を十分に把握する必要がありますことから、現

在のところ、少なくとも本年の梅雨時期までの

観測は必要であると考えておりまして、先ほど

予算の承認をいただきましたが、令和２年度一

般会計予算で委託料を計上させていただいてい

るところでございます。 

 また、今回の災害は、市道が被災したばかり

でなく、掲載しております写真のとおり、広い

範囲の山林が被災しておりますので、熊本県に

よる治山事業での対応を進めることとしており

ますが、現在は現地の調査や測量、林野庁のヒ

アリングなどが行われ、事業計画決定のための

準備を進められているとのことでございます。 

 このように、熊本県や国など関係機関と連携

を図り、復旧に向けての必要な手続や作業を行

っているところでございます。 

 最後になりますが、地質調査の結果、ちょっ

と記載しておりますけど、市道部の堆積土砂に

つきましては、取り除いた場合、不安定となり

まして、上部のり面の土砂が崩れる危険性があ

るため、現状では撤去できる状況ではございま

せん。しばらくは、現在の状況が続くこととな

ると考えております。 

 そこで、仮設で設置しております迂回路につ

きましては、写真も掲載しておりますが、道路

の勾配の緩和や、部分的な拡幅、ガードレール

の設置を行うなど、安全な通行確保のための対

策を講じたところでございます。 

 以上で、泉町の市道腰越～平線の現在の状況

について説明を終わらせていただきます。 

○委員長（増田一喜君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようです。 

 以上で、市道腰越～平線についてを終了いた

します。 

 執行部入れかわりのため小会します。 

（午後４時１８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時１９分 本会） 

・都市計画・建設工事に関する諸問題の調査 

（八代市下水道事業経営戦略の見直しについ

て） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 次に、八代市下水道事業経営戦略の見直しに

ついてをお願いいたします。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） こんにち

は。下水道総務課長の奥村でございます。隣は

下水道建設課長の涌田でございます。 

 着座にて説明させていただきます。 

○委員長（増田一喜君） どうぞ。 

○下水道総務課長（奥村勝己君） 本日御報告

させていただきますのは、下水道部局におきま

して平成２９年３月に策定いたしました八代市

下水道事業経営戦略の見直しについてでござい

ます。 

 説明に入ります前に資料の確認をお願いしま

す。まず、所管事務調査八代市下水道事業経営

戦略の見直しについてという表紙がついている

資料と、八代市下水道事業経営戦略（令和２年

３月改訂）の概要版で４ページのもの、及び八

代市下水道事業経営戦略の本編で冊子状のも
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の、以上３つでございます。お手元にございま

すでしょうか。 

 ではまず、左上に八代市下水道事業経営戦略

の見直しについてという表題がついている一枚

物の資料を御覧ください。こちらは、経営戦略

の策定背景及び見直しの趣旨、根拠及び主な見

直し概要を記載した資料となっております。 

 まず、経営戦略策定の背景についてですが、

人口減少や大規模な施設更新を控えるなど、独

立採算制を原則とする公営企業をめぐる経営環

境が厳しさを増す中で、持続的にサービス提供

を行うため、総務省は全国の公営企業に対し、

令和２年度までに経営戦略を策定し、経営基盤

の強化と、財政マネジメントの向上に取り組む

ことを平成２８年１月に要請しております。 

 本市下水道事業におきましては、平成２７年

度に企業会計へ移行し、平成２８年度には、汚

水適正処理構想の策定を行うなど、これまでに

ない大きな変化があり、また一方では、経営戦

略策定が地方交付税措置の要件となるなどの状

況変化を踏まえ、下水道サービスを継続的・安

定的に提供していくための指針として、平成２

９年３月に八代市下水道事業経営戦略を策定し

たところです。 

 次に、見直しの趣旨についてですが、２）に

記載しておりますとおり、年々変化する状況へ

対応し、今後もサービスを継続的・安定的に提

供していくため、経営戦略基本方針に基づき実

施するものです。 

 なお、基本方針につきましては、次の３）に

抜粋し記載しておりますとおり、３年から５年

ごとに見直しを行うとしております。 

 次に、４）見直し概要についてですが、今回

の見直しに当たっては、現状分析、課題等の見

直しはもとより、料金改定、大規模事業の進捗

及びストックマネジメント計画の策定等を踏ま

え、経営戦略の中心となります投資・財政計画

をメインに見直しを行っております。 

 まず、投資計画では、大規模事業の精査やス

トックマネジメント計画に基づく事業費の追加

などに併せ事業費の見直しを行い、見直し後の

総事業費を約１９５億７０００万円と見込み、

当初計画と比較して約５.９億円の減。次に財

政計画では、料金改定や人口推計等の見直しに

伴う使用料の再試算により、見直し後の実収入

額を約１２０億円と見込み、当初計画と比較し

て約５.８億円の増。次に、一般会計繰入金で

は、使用料収入の増加等に伴い、基準外繰入金

の削減を行い、見直し後の実収入額を約１４５

億円と見込み、当初計画より約４.６億円の減

となっております。 

 また、参考としまして、裏面に、経営戦略と

して満たすべき要件を記載しております。 

 それでは続きまして、経営戦略の内容につい

て、お手元の概要版を基に説明させていただき

ます。時間の都合もありますので、多少駆け足

での説明になりますが、御了承ください。 

 この経営戦略につきましては、第１章から第

５章までの構成となっておりまして、まず第１

章の経営戦略策定の趣旨については、先ほど策

定の背景等で説明した内容と重複しますので、

説明は割愛させていただきます。 

 なお、本経営戦略の計画期間は、平成２９年

度から令和８年度までの１０年間となってお

り、変更はございません。 

 続きまして、２ページをお願いします。第２

章、下水道事業の現状と課題では、主な現状と

課題としまして、普及・水洗化の状況、下水道

施設の状況、雨水排水対策の状況、経営状況の

４点を挙げ、それぞれ現状・課題等を記載して

おります。 

 次に、第３章、経営の基本方針では、計画期

間中における下水道事業の経営方針としまし

て、３つの柱を定めております。 

 まず、１つ目の経営基盤の強化では、厳しい

経営環境の中においても下水道サービスを持続
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するため、長期的な視野に立って、徹底した経

営の効率化・健全化に努めることとしておりま

す。 

 ２つ目の快適で衛生的な生活環境の保全で

は、市民の快適で衛生的な生活環境を守るた

め、汚水を適正に処理するために必要な施策を

推進してまいります。 

 ３つ目、安全安心な暮らしの構築では、豪雨

による浸水被害の軽減や、地震による施設の耐

震化など、市民の安全・安心な暮らしを守るた

め、災害復旧体制の強化を図っていくこととし

ております。 

 次の第４章、効率化・経営健全化の取組で

は、今説明いたしました経営の基本方針である

３つの柱を実現するための、具体的な取組内容

を記載しております。 

 まず、１、経営基盤の強化では、３ページに

かけて記載しておりますとおり、投資の合理化

など７項目。 

 ２、快適で衛生的な生活環境の保全では、汚

水施設の整備拡充など４項目、３、安全安心な

暮らしの構築では、雨水施設の整備拡充など３

項目を、継続して取り組んでいく内容としてお

ります。 

 特に、２、快適で衛生的な生活環境の保全の

２項目、汚水施設の適切な維持管理、及び３、

安全安心な暮らしの構築の２項目、雨水施設の

適切な維持管理につきましては、ストックマネ

ジメント計画に基づき、計画的な改築・更新及

び適切な維持管理により施設の機能確保に努め

てまいります。 

 最後に、第５章、投資・財政計画では、本計

画期間中の事業ごとの投資額及びその財源につ

いて記載しております。 

 まず投資では、７事業における期間中の事業

費を記載しております。投資額の総額は約１９

５億７０００万円を見込んでおり、冒頭説明し

ましたとおり、当初計画と比較して、５億９０

００万円の減となっておりますものの、下水道

サービスを継続的・安定的に提供していくため

には多額の事業費が必要となります。 

 次に、４ページをお願いします。財源では、

国庫補助金など５項目を記載しております。多

額の事業費が必要となる中、企業債の借入額に

つきましては各年度の元金償還額の範囲内とす

るなど、一定の財政規律を設けて調整を行って

おります。 

 また、下水道使用料につきましては、使用料

で賄うべき経費に対する使用料収入の割合であ

る経費回収率が６９.９％であることや、昨年

度開催しました八代市公共下水道事業審議会の

答申内容を踏まえ、既に改定済みの令和元年度

に加え、令和５年度に使用料改定を行う予定と

しております。 

 それに伴いまして、一般会計繰入金につきま

しても、当初計画と比較して４億６０００万円

を減額予定としております。 

 以上が、今回見直しを行いました八代市下水

道事業経営戦略の概要となっております。さら

に詳細につきましては、お配りしている経営戦

略本編を御覧ください。 

 以上、八代市下水道事業経営戦略の見直しに

ついての報告とさせていただきます。 

○委員長（増田一喜君） 本件について何か質

疑、御意見等はありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） ないようでございま

す。 

 以上で、八代市下水道事業経営戦略の見直し

についてを終了いたします。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査について

何かありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 開会日だったでしょう

か、熊本市からのごみの受入れについて報告が

ありましたが、その後どのようになったのか、

担当課のほうから説明があってよいものかとい
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うふうに思っておりますけども。 

○委員長（増田一喜君） 小会いたします。 

（午後４時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後４時３４分 本会） 

○委員長（増田一喜君） 本会に戻します。 

 担当のほうに聞きましたら、議長のほうに、

全協のときに御報告いたしますというお話があ

ってて、議長はそれを了承されたということで

すから、今回は、呼んで返答していただく、答

弁していただくということは控えたいと思いま

す。また全協の折に多分、資料等を持参される

のかどうかで返事があると思いますので、それ

で御了承願いたいと思いますけれども。 

○委員（大倉裕一君） まあ、議長が承諾をさ

れたというところはお譲りをしたい、理解をし

たいというふうには思います。ただ、所管委員

会のやはり権限として、調査をする権限はあり

ますので、そこにきちんとした説明をしないと

いう部分はですね、やはり担当課としては非常

にお粗末な話だろうと私は捉えています。 

 そういう姿勢を先ほどもプラスチックの収集

の運用ですね、委員会に話もせずに帰られたと

いうことは指摘もさせていただきましたし、そ

ういった、課としての風潮というんですかね、

そういったところはしっかり改善をしていただ

きたいというふうに思いますし、委員会の中

で、熊本市からのごみの受入れについてです

ね、その後の対応について説明を求める意見が

あったということはしっかり議長のほうにもお

伝えいただきたいというふうに思います。 

○委員長（増田一喜君） はい、お伝えしてお

きます。 

○委員（大倉裕一君） それからですね、その

ときに修繕しなければならないものをですね、

２週間遅らせて、熊本市のごみを受け入れると

いうことでありました。その修繕がどうなった

のか、きちんと年度内に終わる見通しがあるの

か、そういったところも疑問に思いますし、も

し終わらなければ繰越明許という手続をとらな

ければならないという点もあります。 

 そういったところも含めてですね、やはり担

当委員会である建設環境委員会のほうには説明

をすべきであるというふうに思っておりますの

で、よろしく御対応のほうをお願いしたいと思

います。 

○委員長（増田一喜君） 分かりました。担当

委員会としましては、そのように申し入れして

おきたいと思います。 

 それでは、以上で所管事務調査２件について

の調査を終了します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 

 当委員会の所管事務調査２件及び陳情１件に

ついては、なお審査及び調査を要すると思いま

すので、引き続き、閉会中の継続審査及び調査

の申し出をいたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（増田一喜君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって、建設環境委員会を散会いたし

ます。 

（午後４時３８分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和２年３月１７日 

建設環境委員会 

委 員 長 
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